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北
海
道
教
育
大
学
紀
要

（第
一
部
Ａ
）
第
四
十
五
巻

　

第
二
号

平
成
七
年
三
月

　　

「儒
家
の
人
間
観
－ー
ー
‘民
衆
観
を
中
心
に
し
て
Ｌ

（そ
の

二

西

　　

岡

　　

孝

　　

治

だ
が
か
れ
は
、
多
く
の
点
で
孔
子
を
修
正
し
、
孟
子
に
反
対
し
て
い
る
。
儒
家
の
範
曝
に

は
お
さ
ま
ら
な
い
。

Ｌ

（杉
本
達
夫
氏
）
と
も
、
「古
代
思
想
の
偉
大
な
総
合
家
」
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
荷
子
に
は
儒
家

（特
に
孔
子
）
的
要
素
と
共
に
、
非
儒
家
的
要

素
も
十
分
に
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
彼
な
り
に
総
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

も
、

ー本
稿

の
テ
ー
マ
に
従

っ
て
三
人
の
い
さ
さ
か
の
変
遷
あ
る
い
は
発
展
を
た
ど

っ
て
み

よ
う
と
‐す
る
も
の
で
あ
る
。
各

々
に
つ
い
て
、

第

一
は
、
民
衆
の
政
治

（倫
理
）
的
能
力
に
対
す
る
評
価
を
考
察
し
て
み
た
い
。
あ
る

人
が
何
故
こ
れ
こ
れ
の
評
価
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
背
景
と
、

当
人
の
出
身
階
級
や
性
格
、経
験
等
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
複
雑
な
問
題
で
あ
っ
て
、

恐
ら
く
そ
の
答
は
推
測
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
春
秋

・
戦
国
と

い
わ
れ
る
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
思
想
家
に
し
て
、
お
よ
そ

現
実
に
流
さ
れ
あ
る
い
は
追
随
し
て
い
る
者
は
な
く
、
手
段
方
法
こ
そ
異
な
れ
、
必
ず
や

社
会
改
革
を
め
ざ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
儒
家
は
、
現
実
改
革
に
燃
え
た
理
想
家
肌

　　

　

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
理
想
的
政
治
の
実
現
を
め
ざ
す
に
当
っ
て
、
民
衆
の
政
治
的
能
力

に
期
待
で
き
な
い
な
ら
民
衆
以
外
の
為
政
者
達
に
期
待
す
る
外
は
な
い
。
リ
ン
カ
ン
の
例

の
言
葉
に
よ
れ
ば
Ｙ

「
人
民
に
よ
る
」
合

洋
の
け
のｏ
ロ
ー①）
に
代

っ
て
、
「為
政
者

に
よ
る
」

合
｛
音
の
き
－の
『の）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
為
政
者
に
対
Ｌ
て
期
待
す
る
事
を

「子
日
、
性
相
近
也
、
習
相
遠
也
こ

（「論
語
」
陽
貨
）

「凡
同
類
者
、
拳
相
似
也
、
聖
人
輿
我
同
類
者
こ

（１孟
子
」
告
子
章
句
上
）

「塗
之
人
可
以
為
鴇
、
聖
人
者
、
人
之
所
積
而
致
也
ぷ

（「萄
子
」
性
悪
篇
）

（※
原
文
の
字
体
の
い
く
つ
か
は
、
印
刷
を
考
慮
し
て
、
支
障
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
新
字
体
を
代
用
し
た
。）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序

．

・
論

第
」

章

・

　

孔

　　　

子

　

第

二
・章

　

ー

　

孟
子

〈第

三

章

　　

萄

　　　

子
〉

〈結
論
Ｖ
－

序

　　

論

　

こ
こ
に
い
う

儒
家
″
と
は
ひ
と
ま
ず
、
孔
子
、
孟
子
、
萄
子
の
三
人
の
初
期
の
代
表
的
人

物
と
す
る
。
な
お
、
萄
子
に
つ
い
て
は
、
「か
れ
は
自
身
を
、
孔
子
を
受
け
つ
ぐ
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
し
、
思
想
史
の
上
で
も
、
だ
い
た
い
は
代
表
的
な
儒
家
の
ひ
と
り
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

１ｉ



第
二
と
し
て
、
そ
の
う
ち
で
、

Ｈ
為
政
者
自
身
に
対
す
る

「積
徳
」
を
み
よ
う
。
「徳
ヲ
積
ム
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は

『小
学
』
外
篇
に
あ
る
が
、
「蓄
徳
」
、
「修
得
」
、
「積
善
」
な
ど
と
言

い
換
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
荷
子
に
お

い
て
は
、
「積
偽
」
と

い
わ
れ
る
。
こ
れ
は

「君
主
有
徳
」

（為
政
者

が
有
徳
と
な
る
）
場
合
と
、
「有
徳
為
君
」
（有
徳
者
を
為
政
者
に
す
る
）
場
合
が
考
え
ら

れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
言
う

「哲
学
者
た
ち
が
国
々
に
お
い
て
王
と
な

っ
て
統
治
す
る
か
、

あ
る
い
は
現
在
王
と
呼
ば
れ
権
力
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
が
、
真
実
か
つ
充
分
に
哲
学

　

　

す
る
」
よ
う
に
な
る
と
い
う
条
件
と
同
様
で
あ
る
。

西

　

岡

　

孝

　

治

　

□
為
政
者
の
民
衆
に
対
す
る
心
遣
い
と
し
て
の

「愛
民
」
を
み
よ
う
。
こ
の
言
葉
自
体

は
、
『老
子
』
や

『荘
子
』
、
認
旬
子
』

に
出
て
い
る
が
、
勿
論
、
『論
語
』
や

『孟
子
』

に

お

い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。
リ
ン
カ
ン
の
言
う

「
人
民
の
た
め
の
」

（ざ
「

守
の
富
ｏ℃
－①）
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
前
項
の
が
現
実
に
お
い
て
は
容
易

に
実
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
「愛
民
」
な
ど
無
視
さ
れ
る
か
、
高
々

民
衆
支
配
の
た
め
の
単
な
る
建
前
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

◎
為
政
者
の
民
衆
統
治
政
策
と
し
て
の

「治
民
」
を
最
後
に
考
察
し
よ
う
。
こ
の
言
葉

自
体
は
、
孝
皿
子
』
、
『老
子
』
、
隷
旬
子
』
、
そ
の
他
に
朱
子

雲
ホ
名
臣
言
行
録
』
の
欧
陽
修

篇
等
の
後
世
の
文
献
に
み
え
る
。
『論
語
』
で
は

「使
民
」
（民
ヲ
使
フ
）
、
『管
子
』
で
は

「牧
民
」

（民
ヲ
牧

ス
）
な
ど
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
リ
ン
カ
ン
の
言
う

「人
民
の
」

（ｏ
－

吾
の
℃
８
℃
－①）
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

第

　

一

　

章

　　

孔

　　　

子

　

歴
史
上
の
人
物
の
評
価
は
容
易
で
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
学
自
体
が
、
単
な
る
窓
意
的

意
見
に
と
ど
ま
ら
ず
科
学
的

（実
証
的
か
つ
合
理
的
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

自
然
科
学
と
は
違

っ
て
歴
史
に
は
非
人
格
的
物
的
な
面
の
他
に
人
間
的
な
面
が
あ
る
の

で
、
単
純
で
平
面
的
な
論
理
で
歴
史
を
解
釈
し
て

一
方
で
は
史
実
を
無
理
に
割
り
切
っ
た

り
、
他
方
で
こ
の
論
理
の
適
用
困
難
な
領
域
や
事
実
を
無
視
す
る
と
い
う
非
合
理
に
陥
る

危
険
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
」
（ク
ロ
ー
チ

ェ
）
と
か
、

「歴
史
は
つ
ね
に
未
来
を
は
ら
む
過
去
の
、
現
在
に
お
け
る
判
断
と
い
う
基
本
的
な
性
格

　　

　

を
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
学
自
体
の
相
対
的
性
格
が
あ
る
が
、
更
に

「宗

教
や
芸
術
」
（あ
る
意
味
で
は
思
想
も
）
「
一
言
で
い
え
ば
人
間
の
精
神
的
価
値
の
領
域
で

　　　　　　　　

　

は
、
古
代
も
現
代
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
客
体
化
し
難
い
個
性
的
な
知
恵
に
関
わ

る
側
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
生

の
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
「歴
史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

的
意
識
」

（忌
め
鞠
の
ｏＥ
Ｓ
ｇ
ｓ
の
め
の
ミ
ヒ
い
けのの
き

と

い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
人
間

の
思
想
に
関
し
て
は
、歴
史
に
残
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
思
想
は
ど
れ
も
個
性
的
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
を
研
究
し
評
価
す
る
人
間
も
個
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
全
体
的
評
価
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
金
谷
治
氏
の
よ
う
に
、
時
代
的
制
約
に

由
来
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
的
発
言
を
認
め
な
が
ら
も
、
西
欧
的
合
理
主
義
に
儒
家
的
合

理
主
義
を
対
置
し
て
、
「未
来
を
開
く
伝
統
」
と
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
解
釈
が
あ
る

一

　　

　

方
で
、
藤
堂
明
保
氏
の
よ
う
に
、
孔
子
を
前
漢
以
後
権
力
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ

た
儒
教
の
元
祖
、
従
っ
て

「建
前
を
れ
い
れ
い
し
く
飾
り
た
て
る
の
に
最
大
の
便
宜
を
供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

側

　　　　　　

・

与
し
て
き
た
」
復
古
反
動
の
徒
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
出
身
国
の
中
国
に
お
い

て
も
藤
堂
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
長
年
の
間
伝
統
的
思
想
と
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
き
た

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

が
、
近
代
以
後
は

　

雲
ホ
教
的
伝
統
的
孔
子
崇
拝
」
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
本

稿
で
は
孔
子
の
全
体
像
に
つ
い
て
評
価
を
下
す
意
図
も
余
裕
も
な
い
。私
見
で
は
、
『論
語
』

に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

「無
知

の
知
」
に
似
た
合
理
主
義

の
モ
ッ
ト
ー
、
「知

し
之
為

し
知
、

不
し
知
為
不
知
、
是
知
也

（為
政
）
を
始
め
と
し
て
実
践
的
か
つ
合
理
的
な
発
言
が
諸

　　　　　

　

々
に
存
在
す
る
。
あ
る
い
は
、
「朝
聞

し
道
、
夕
死
可
美
」

（里
仁
）
、
「謀

し
道
不

し
謀

し
食
」

（街
霊
公
）
、
「当

し仁
不
譲

二於
師

ー」
（衛
霊
公
）
な
ど
厳
し
い
真
塾
な
求
道
精
神
を
示
し

た
言
葉
、
「死
而
後
巳
」
（泰
伯
）
の
よ
う
に
精
進
を
示
し
た
言
葉
、
ヨ
ロ
レ
末
見
二
好
し
徳

如
し好
し色
者

ー也
」
（子
牢
）
（街
霊
公
）
の
よ
う
な

一
種
の
エ
ロ
ス
論
、
「知

し之
者
、
不
レ

ハム



儒家の人間観 （民衆観を中心にして） （その一）

如
二好
し之
者
。
好
し之
者
、
不
し如
二楽
し之
者
ー」
（薙
也
）
の
如
く
実
践
的
で
お
お
ら
か
な

態
度
を
示
す
言
葉
な
ど
、
現
代
人
の
我
々
の
関
心
を
引
く
多
く
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。

欠
点
を
強
調
し
て
先
人
の
個
性
的
な
知
恵
を
葬
り
去
る
こ
と
は
、
孔
子
と
い
う
先
人
に
と

っ
て
と

い
う
よ
り
は
、
様
々
の
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
我
々
に
と

っ
て
大
き
な
損
失

で
あ
る
。
し
か
し
、
孔
子
も
人
間
に
他
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
た
と
え
四
聖
の

一
人
と
称

さ
れ
よ
う
と
も
、
廟
に
祭
り
上
げ
て
無
暇
癖
の
聖
人
と
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
孔
子
自
身

も
望
ま
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
哲
学
の
道
で
も
な
い
。
尊
敬
す
る
の
と
崇
拝
す
る
の
は
同
じ

で
は
な
い
。
神
格
化
は

一
種
の
虚
構
化
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
教
祖
や
神
の
下
に
拝
脆

す
る
人
々
の
よ
う
に
、

一
切
の
批
判
詮
索
は
禁
止
さ
れ
た
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
自
ら
思

考
停
止
の
惰
眠
に
陥
っ
て
精
神
の
成
長
を
中
止
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

「
『論
語
』
は
お
り
に
ふ
れ
て
の
こ
と
ば

の
記
録
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
記
録
は
必
ず
し

も
念
入
り
に
な
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
を
記
録
し
た
人
の
個
性
や
そ
の
時
の

考
え
と

い
っ
た
も

の
も
、
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
。
『論
語
』
の
な
か
の

一
言

一
句
を
、

聖
人
が
練
り
に
練
っ
た
文
章
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
れ
を
金
科
玉
条
と
し
て
信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

奉
し
、
ど
ん
な
ば
あ
い
に
で
も
適
用
で
き
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
だ
」
そ
れ
で
も
な
お
問

題
は
残
る
。
「語
録
体
」
と
呼
ば
れ
る
文
体
か
ら
な
る

　

尋
鯛
語
』
の
言
葉
に
は
対
機
説
法

的
な
要
素
も
あ
り
う
る
と
か
、
比
較
的
に
短
か
く
て
含
畜
の
あ
る
表
現
が
多
い
が
そ
れ
だ

け
に
立
ち
入
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
暖
昧
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ

こ
に
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
登
場
し
て
来
た

一
因
が
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
の
あ

る
こ
と
ろ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
者
当
人
の
思
想
傾
向
が
現
わ
れ
ず
に
は
い
な
い
。

一
、
民
衆
の
政
治
倫
理
的
能
力
に
対
す
る
孔
子
の
評
価

（態
度
）

先
に

「民
衆
の
政
治
的
能
力
に
期
待
で
き
な
い
な
ら
民
衆
以
外
の
為
政
者
達
に
期
待
す

る
外
は
な
い
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
民
主
主
義
に
な
じ
ん
で
い
る
現
代
人
の
立
場
か
ら

み
た
論
理
的
判
断
の

－－つ
に
過
ぎ
な
い
。
「奴
隷
制
は
古
代
文
明
国
に
は
か
な
り
普
及
し

て
い
る
。
ま
た
奴
隷
を
主
と
し
た
殉
葬
も
、
ス
メ
ー
ル
の
ウ
ル
王
墓
な
ど
で
も
見
ら
れ
る

け
れ
ど
も
、
中
国
の
殿
王
朝
ほ
ど
大
規
模
な
殉
葬
は
た
え
て
見
ら
れ
な
い
。
（：
・）
段
後

期
の
王
墓
に
多
数
の
殉
葬
が
行
わ
れ
た
根
拠
は
、
王
の
埋
葬
に
さ
い
し
、
王
に
地
下
に
お

い
て
生
前
と
同
じ
生
活
を
つ
づ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

股
王
朝
の
専
制
主
義
に
結
び
つ
い
て
、
極
度
に
肥
大
化
し
た
原
始
宗
教
的
慣
習
と
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
王
が
国
家
と
等
置
さ
れ
、
王
の
死
後
の
生
活
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
国
家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

の
生
命
を
確
保
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。」

「
（莫
大
な
生
産

力
や
兵
力
を
自
ら
失
う
こ
と
に
な
る
）
近
代
人
の
立
場
か
ら
見
る
と
愚
か
し
い
こ
の
慣
習

を
、滅
亡
ま
で
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
た
段
王
朝
人
と
は
い
か
な
る
人
び
と
で
あ
ろ
う
か
、

　　　　　　　　

　

不
思
議
に
思
わ
れ
る
。」
と
貝
塚
氏
は
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
段
を
滅
ぼ
し
周
王
朝
を

立
て
た
の
が
周
の
武
王
で
あ
り
、
そ
の
弟
周
公
旦
で
あ
っ
た
。
孔
子
を
始
め
と
す
る
儒
家

が
学
の
基
本
文
典
と
す
る

基
日経
』
に
は
、
亮
、
舜
と
い
っ
た
伝
説
上
の
上
古
の
聖
天
子
、

夏
の
祖
禽
を
始
め
と
し
て
、
段
の
初
代
の
帝
王
湯
王
と
彼
ら
の
名
宰
相
ら
、
周
祖
文
王
、

武
王
、
周
公
、
成
王
、
康
王
ら
西
周
の
先
王
ら
と
彼
ら
の
名
宰
相
ら
の
言
葉
が
多
く
出
て

い
る
。
「天
下
有
し道
、
丘
不
二与
易
ー也
Ｌ
（微
子
）
と
言
い
、
「述
而
不
し作
。
信
而
好
し古
」

（述
而
）
と
断
言
す
る
孔
子
に
と
っ
て
、
祖
国
魯
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
周
王
朝
の
衰
退
と

堕
落
、
覇
者
と
言
わ
れ
る
新
興
諸
侯
た
ち
の
謀
略
と
抗
争
と
い
っ
た
現
下
の
乱
脈
な
政
治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

的
現
実
を
改
め
る
こ
と
こ
そ
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
王

や
諸
侯
と
い
っ
た
政
治
の
主
体
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
則
る
べ
き
政

治
理
念
や
為
政
者
と
し
て
の
態
度
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
孔
子
は

「周
初
の
よ
う
な
天
下

　　　　　　　　　　　

　

的
世
界
観
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
」
と
言
わ
れ
る
。

「子
張
問
、
十
世
可
し知
也
。
子
日
、
段
因
二
於
夏
礼
＼

　

所
二
損
益
ず可
し知
也
。
周
因

二於

段
礼

ー、
所
二損
益

ー可
し知
也
。
其
或
継
し
周
者
、
難
：
百
世
ー可
し
知
也
」
（為
政
）
計

（八

俗
９
）

「子
日
、
周
監

二
於
二
代

ー、
郁
郁
乎
文
哉
。
吾
従

し
周
」

（八
倫
）

　　　　　　

．

従

っ
て
、

　

（衛
霊
公
ｕ
）
「行

二
夏
之
時

ー、
乗
二段
之
轄
ー、
服
二周
之
発
こ

と
は
夏
と
段
の
そ
れ

ぞ
れ
の
短
所
を
捨
て
長
所
を
取
り
込
ん
だ
総
合
体
と
し
て
の
周
を
、
い
や
更
に
周
を
も
取

り
込
み
三
国
の
総
合
体
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
平
岡
氏
は
言
う
。
し
か
し
、
そ
の
孔
子
の



西

　

岡

　

孝

　

治

「十
世
」
「百
世
」
の
展
望
の
中
に
は
、
権
力
と
礼
と
仁
と
を
兼
備
し
た
聖
王
が
万
人
の

鑑
と
し
て
待
望
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
民
衆
は
そ
の
よ
う
な
聖
人
に
対
し
て
は
ひ

た
す
ら
従
順
す
る
に
し
か
ず
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「学
而
不
し
思
則
悶
」
（為
政
）
と

は
言
う
け
れ
ど
も
、
土
以
上
の
人
間
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
民
は
除
外
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
再
び
歴
史
家
の
言
う
社
会
制
度
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
未

確
認
の
夏
王
朝
は
さ
て
お
き
、
「段
代
社
会
の
基
本
単
位
は
邑
と
呼
ば
れ
る
氏
族
ご
と
の

集
落
で
、
数
千
の
邑
が
数
百
の
有
力
氏
族
や
王
族
に
隷
属
し
て
い
た
。
段
王
は
こ
れ
ら
支

配
氏
族
の
連
合
体
の
長
で
あ
る
。
段
を
継
い
だ
周
王
朝
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
支
配
形
態

（邑
制
国
家
）
を
踏
襲
し
た
。
周
は
同
族
や
功
臣
を
諸
侯
と
し
て
各
地
に
封
じ
、
諸
侯
は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

け
い

　　

た
い

　

ふ

　　　　　　　　　　　　　

し

一
族
お
よ
び
土
着
支
配
氏
族
で
卿

・
大
夫

（氏
族
長
）
、
土

（氏
族
員
）
と
呼
ば
れ
る
支

配
階
級
を
構
成
し
、
城
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
国
都
に
住
ん
で
、
公
田
耕
作
と
い
う
名
の
奴
隷

労
働
に
従
事
す
る
周
辺
小
邑
群
を
支
配
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
封

建
社
会
に
お
い
て
は
、
古
代
中
国
に
限
ら
ず
民
衆
の
主
体
性
と
か
何
ら
か
の
政
治
参
加
な

ど
と
い
う
観
念
は
、
支
配
者
の
う
ち
に
も
被
支
配
者
で
あ
る
民
衆
の
う
ち
に
も
全
く
思
い

も
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
念
が
出
現
し
て
来
る
の
は
封
建
体
制
が

動
揺
し
あ
る
程
度
以
上
弱
体
化
し
た
、
例
え
ば
孔
子
没
後
十
余
年
後
生
ま
れ
た
墨
子
の
活

躍
し
た
戦
国
時
代
で
あ
る
。
孔
子
の
時
代
ま
で
は
恐
ら
く
言
明
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

　

「子
日
、
民
可
使
由
之
、
不
可
使
知
之
」
（泰
伯
）
と
い
う
言
葉
ほ
ど
孔
子
の
民
衆
の

政
治
的
能
力
に
対
す
る
評
価
を
明
確
に
示
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
言
葉
の
解

釈
に
あ
た

っ
て
は
、
〃
べ
し
″
を
命
令
や
禁
止
の
意
味
に
と
っ
て
、
〃人
民
と
い
う
の
は
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

命
令
に
よ
っ
て
従
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
、
原
理

・
方
針
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
″
と
統

治
政
策
を
示
す
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
稀
で
あ
る
。
孔
子
に
民
を
手
段
と
み

な
し
支
配
者
本
位
の
思
想
あ
り
と
断
ず
る
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う

な
政
策
を
述
べ
る
理
由
を
考
え
る
と
、
〃
べ
し
″
を
可
能
の
意
味
に
と
る
多
数
説
に
帰
着

す
る
だ
ろ
う
。
〃人
民
と
い
う
も
の
は
、
指
導
し
て
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の

道
理
を
説

い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
″

　

「
つ
ま
り
人
民
の
能
力
に
つ
い
て
そ

の
現
状
を
そ
の
ま
ま
に
述
べ
た
こ
と
ば
卿
で
あ
り

「人
民
を
政
治
の
対
象
と
し
て
無
智
な

も
の
と
す
る
観
点
」
に
立

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「道
理
を
知
ら
せ
る
こ
と
も
で
き

　　　　　　　　

　

な
い
文
盲
が
民
で
あ
る
。」
と
言
う
の
も
同
じ
解
釈
で
あ
る
。
現
代
の
孔
子
研
究
者
の
今

一
人
は
、
「
民
は
政
治
に
頼
る
も

の
、
政
治
を
知
る
も
の
で
は
な

い
」
と
通
釈
し
て
、
「
こ

れ
は
、
為
政
者
に
政
治
の
全
責
任
を
求
め
、
民
に
責
任
を
求
め
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
い
う
、

為
政
者
を
戒
め
た
き
び
し
い
言
葉
で
あ
る
。
政
治
に
は
、
政
治
を
す
る
者
と
、
政
治
を
受

け
る
者
と
が
い
る
。
後
者
が
民
で
あ
る
。
民
は
本
来
、
政
治
を
分
担
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
政
治
は
民
を
治
め
る
も

の
で
あ
る
が
故
に

（：
・）
民
の
信
頼
の
な

い
と
こ
ろ
に

政
治
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
、
天
下
に
道
有
れ
ば
、
民
は
議
し
な
い

（：
・）
礼
楽
征
伐
が

天
子
の
手
に
あ
る
こ
と
、
政
治
の
最
高
責
任
の
所
在
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

（と
い
う
条

件
付
き
で
）
こ
れ
は
孔
子
の
思
想
、
天
下
的
世
界
観
か
ら
い
え
ば
、
当
然
に
出
て
く
る
言

　　　　

　

葉
で
あ
る
。」
と
補
記
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
民
の
政
治
的
無
能
力
説
を
な
る
べ
く

目
立
た
さ
な
い
で
、
そ
の
説
か
ら
の
帰
結
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
釈
明
し
よ
う
と
す

る
印
象
を
受
け
る
。
（問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
孔
子
の
思
想
が
現
代
に
如
何
な
る
意
味
を

持
つ
か
で
あ
る
。）

そ
の
他
に
身
分
差
別
を
公
言
す
る
よ
う
な
言
葉
と
し
て
は
、

　

「君
君
、
臣
臣
、
父
父
、
子
子
」
（顔
淵
）

　

「中
人
以
下
、
不
可
以
語
上
也
」
（雅
也
）

　

「不
在
其
位
、
不
謀
其
政
也
」
（泰
伯
）

　

「唯
上
知
輿
下
愚
不
移
」
（陽
貨
）

　

「女
子
輿
小
人
、
為
難
養
」
（陽
貨
）
な
ど
が
あ
る
。

認
塞

ぎ

　

に
は
更

に

　

〃君
子
″
と

〃小
人
″
と

の
対
比
が
し
ば
し
ば
現
わ
れ

て
い
る
。

〃君
子
″
と
は

「殿
さ
ま
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
君
の
字
に
美
称
と
し
て
の
子
が
つ
い

た
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
「孔
子
の
考
え
た
君
子
像
に
、
伝
統
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

者
階
級
と
し
て
の
貴
族
の
像
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
」
。
で
は
孔
子
の

考
え

て
い
る

　

〃君
子
″
と
は
い
か
な
る
人
間
で
あ
ろ
う
か
。

　

「君
子
而
不
仁
者
有
英
夫
、
未
有
小
人
而
仁
者
也
」
（憲
問
）



「子
路
間
君
子
、
子
日
、
修
己
以
敬

（：
・）
、
修
己
以
安
人
、
（ー
）
修
己
以
安
百
姓
、

　　　　

「性
相
近
也
、
習
相
遠
也
Ｌ
（陽
貨
）

修
己
以
安
百
姓
・
秦
舜
其
猶
病
諸
馴

「子
欲
善
而
民
善
美
・
君
子
之
徳
風
也
・
小
人
之

　　

な
ど
の
ョ
塁
木も
・
民
を
除
い
た
土
以
上
の
人
々
に
訴
え
か
け
て
い
る
も
の
と
解
釈
せ
ざ
る

徳

草

也

、

草

上
之

風

必

匿

　

顔

淵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を
え

な

い
。

徳
草
也
、
草
上
之
風
必
催
」
（顔
淵
）

「君
子
壕
於
義
、
小
人
除
於
利
」
（里
仁
）

「子
謂
子
産
、
有
君
子
之
道
四
鷺
、
其
行
己
也
恭
、
其
事
上
也
敬
、
其
養
民
也
恵
、
其

使
民
也
義
」
（公
冶
長
）

「君
子
疾
没
世
而
名
不
称
烏
」
（衛
霊
公
）

「君
子
憂
道
、
不
憂
貧
」
（衛
霊
公
）

「不
知
命
、
無
以
為
君
子
也
」
（尭
日
）

儒家の人間観 （民衆観を中心にして） （その－）－

　　　

「君
子
有
三
畏
、
畏
天
命
、
畏
大
人
、
畏
聖
人
之
言
、
小
人
不
知
天
命
而
不
畏
也
、
秤

大
人
、
侮
聖
人
之
言
」
‐（季
氏
）

以
上
の
諸
例
か
ら
も
孔
子
の
い
う

〃君
子
″
と
は

一

　

つ
の
理
想
概
念

で
あ

っ
て
、
〃修
己

治
人
″
、
即
ち
、

徳
治
″

　

の
資
格
を
も
つ
理
想
的
人
間
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
孔
子
は

聖
人
″
を
わ
ず
か
し
か
語
ら
な

い
が
、
そ
れ
よ
り
下
位
の

　

〃君
子
″

　

で
す
ら
容
易
な
ら

ぬ
目
標

で
あ
る
。

一
般
的
に
は

　

〃君
子
″
と
は
有
徳
者
で
あ

っ
て
、
し
か
も
天
子
を
除

い

た
諸
候
、
卿
、
大
夫
、
土
な
る
者
、
あ
る
い
は
そ
の
候
補
者
と
い
え
よ
う
。
為
政
者
は
必

ず
し
も
君
子
な
ら
ず
。
し
か
し
君
子
は
常
に
為
政
者
で
あ
る
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。

従

っ
て
、
〃君
子
″

　

の
対
概
念
で
あ
る

　

″小
人
″
は

「
つ
ま
ら
な
い
人
」
即
ち
、
「身
分
の

低
い
者
」
（民
、
被
治
者
）
か
あ
る
い
は
、
「徳
の
無
い
者
」
（無
徳
の
為
政
者
）
と
考
え

ら
れ
る
。
民
は
す
べ
て

　

″小
人
″
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
民
衆
の
政
治
倫
理
的

能
力
に
対
す
る
低
い
評
価
が
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
孔
子
の
意
図
は
む
し
ろ
、
す
ぐ
れ

た
為
政
者
、
又
は
有
徳
な
為
政
者
候
補
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
り
、
〃君
子
″
と

″小
人
″

を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
理
想
的
人
間
像
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
従
え
ば
、

　

「目
行
束
修
以
上
、
吾
未
嘗
無
譲
器
」
（述
而
）

　

「有
教
無
類
」
（衛
霊
公
）

二
、
為
政
者
に
対
す
る
孔
子
の
期
待

Ｈ
為
政
者
自
身
の
積
徳

現
下
の
乱
脈
な
政
治
状
況
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
社
会
的
混
乱
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
大
前
提
に
、
民
衆
の
政
治
的
無
能
力
と
い
う
小
前
提
が
加
わ
れ
ば
、
為
政
者

に
政
治
の
全
責
任
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
理
想
的
政
治
の
手
本
を

孔
子
は
過
去
の
聖
王
や
先
王
等
に
求
め
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

※

「方
方
有
罪
、
罪
在
朕
窮
」
（亮
日
）
〈湯
王
〉

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

※

「百
姓
有
過
、
在
与

一
人
」
（

　

ヶ

　

）
〈武
王
〉

　

「為
政
以
徳
、
警
如
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
共
之
」
（為
政
）

　

「不
能
正
其
身
、
如
正
人
何
」
（子
路
）

　

「君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而
慎
於
言
、
就
有
道
而
正
痔
」
（学
而
）

※

「子
日
、
詩
三
百
、

一
言
以
蔽
之
、
日
思
無
邪
」
（為
政
）

　

「道
之
以
政
、
斉
之
以
刑
、
民
免
而
無
恥
。
道
之
以
徳
、
斉
之
以
礼
、
有
恥
旦
格
」

　

（為
政
）

　

「富
奥
貴
、
是
人
之
所
欲
也
、
不
以
其
道
得
之
、
不
処
也
。
貧
輿
敗
、
是
人
之
所
悪
也
、

不
以
其
道
得
之
、
不
去
也
。
君
子
去
仁
、
悪
乎
成
名
。
君
子
無
終
食
之
間
達
仁
」
（里
仁
）

　

「古
者
、
言
之
不
出
、
恥
窮
之
不
逮
也
」
（里
仁
）

　

「予
所
否
者
、
天
厭
之
、
天
厭
之
」
（薙
也
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ
つ
べ
ん

「禽
吾
無
間
然
炎
、
非
飲
食
、
而
致
考
乎
鬼
神
、
悪
衣
服
、
而
致
美
乎
繊
発
、
卑
宮
室
、

而
尽
力
乎
溝
池
」
（泰
伯
）

「子
日
、
君
子
不
憂
不
濯
、
（：
・）
内
省
不
抜
、
夫
何
憂
何
催
」
（顔
淵
）

「政
者
正
也
、
子
師
而
正
、
執
敢
不
正
」
（顔
淵
）

「上
好
札
、
則
民
莫
敢
不
敬
、
上
好
義
、
則
民
莫
敢
不
服
、
上
好
信
、
則
民
莫
敢
不
用



情
」
（子
路
）

「其
身
正
、
不
令
而
行
、
其
身
不
正
、
雑
令
不
従
」
（子
路
）

な
お

認
醐
語
』
に
時
折
引
用
さ
れ
る

『詩
経
』
、
最
日経
』
に
も
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

　

「明
明
上
天
、
照
臨
下
士
」
（小
雅

　

小
明
）

　

「
嵯
爾
君
子
、
無
恒
安
息
」

（
ク

　　

ク

）

　

「段
壁
不
遠
、
在
夏
后
之
世
」
（大
雅

　

蕩
）

　

「宜
墜
干
段
、
駿
命
不
易
」
（大
雅

　

文
王
）

　　　

ま
こ
と

　　　　　　　　

こ
れ

「天
難
沈
斯
、
不
易
維
王
」
（大
雅

　

大
明
）

　　　

ま
さ
に
う
）
く
や

　

し
か
く
え
い
え
い
す
る

「天
之
方
鍬
、
無
然
掻
世
」
（大
雅

　

板
）

　

以
上

『詩
経
』

西

　

岡

　

孝

　

治

「舜
日
、
（：
・）
不
虐
紐
崖
口、
（：
・）
舎
己
従
人
」
（大
鴇
諜
）

「徳
惟
善
政
」
（大
鴇
諜
）

「天
工
人
其
代
之
」
（皐
陶
諜
）

「天
吏
逸
徳
、
烈
千
猛
火
」
（胤
征
）

「作
善
降
之
百
祥
、
作
不
善
降
之
百
狭
」
（伊
訓
）

「常
厭
徳
、
保
厭
位
、
厭
徳
摩
常
、
九
有
以
亡
」
（威
有

一
徳
）

「皇
天
無
親
、
惟
徳
是
輔
」
（薬
仲
之
命

・
周
公
）

「周
公
日
、
（：
・）
天
命
不
易
、
天
難
難
」

「
一
夫
不
獲
、
則
日
、
時
予
之
章
」
（説
命
下
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

み

　　　　　　　　

そ

「相
小
人
、
厭
父
母
勤
労
稼
稽
。
厭
子
乃
不
知
稼
椿
乃
銀
難
」
（小
人
を
相
る
に
、
厭
の

　　　　　　　　　

　

父
母
稼
椿
に
勤
労
す
。
厭
の
子
乃
ち
稼
稽
の
難
難
を
知
ら
ず
。）
人
民
の
よ
う
す
を
見
る
と
、

親
た
ち
が
過
去
に
農
事
に
ど
れ
だ
け
苦
労
を
重
ね
た
か
な
ど
、
安
楽
の
中
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
に
は
わ
か
ら
な

い
の
だ
、
と

『書
経
』
に
周
公
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
周
公

は
し
か
し
、
こ
の
言
葉
を
為
政
者
達
に
向
け
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
母
の
苦
労
を

子
知
ら
ず
と
は
、
ひ
と
り
人
民
だ
け
の
事
で
は
な
い
。
人
民
よ
り
は
る
か
に
重
い
責
任
を

担
う
天
子
を
始
め
と
す
る
為
政
者
達
よ
、
古
人
の
徳
を
考
え
よ

（「稽
古
人
之
徳
」
）
、
古

訓
に
よ
ら
な
け
れ
ば
何
に
よ
っ
て
教
え
る
の
か

（「不
由
古
訓
、
干
何
其
訓
Ｌ
）
、
先
人
の

哲
を
適
む

（「迫
哲
」
）
ベ
し
、
轍
は
踏
む
な
か
れ
。

重
責
に
相
応
し
て
、
正
を
守
り
、
仁
や
礼
の
徳
を
自
ら
率
先
し
て
実
行
し
万
民
の
師
表
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
た
強
大
な
権
力
を
自
ら
の
た
め
に
安
易
に
行
使
し

て
は
な
ら
な
い
。
我
が
ま
ま
を
捨
て

（「舎
己
従
人
」
）
よ
。
安
楽
な
生
活
に
慣
れ
て
は
い

け
な
い
。
例
え
ば
王
の
地
位
と
権
力
と
は
、
天
の
許
す
限
り
で
維
持
さ
れ
る
が
、
人
間
は

強
大
な
権
力
を
持
つ
と
つ
い
、
そ
れ
を
己
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
誘
惑
に
負
け
て
し
ま

う
の
で
あ
ろ
う
か
、
王
命
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
王
で
あ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
民
の
生
活
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
を
政
治
の
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る
。
周
公
を

理
想
の
為
政
者
と
考
え
て
い
た
孔
子
は
、
以
上
の
よ
う
に
為
政
者
達
に
期
待
し
て
い
た
の

　　　　　　

　

で
は
あ
る
ま

い
か
。

０
為
政
者
の
民
衆
に
対
す
る
心
遣
い

「子
貢
閏
政
、
子
日
、
足
食
足
兵
、
民
信
之
炎
。
子
貢
日
必
不
得
己
而
去
、
於
斯
三
者
、

何
先
。
日
去
兵
。
日
必
不
得
而
去
、
於
斯
二
者
、
何
先
。
日
去
食
、
目
古
皆
有
死
、
民
無

信
不
立
。」
（顔
淵
）

　

国
家
に
と
っ
て
軍
事
は
も
と
よ
り
経
済
よ
り
も
重
要
な
の
は
民
心
で
あ
る
と
い
う
こ
の

言
葉
ほ
ど
、
孔
子
の
民
衆
に
対
す
る
気
遣
い
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
他
に
あ
る
ま

い
。
も

っ
と
も
、
先
の
孔
子
の
民
衆
観
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
「民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ

し
む
」
（人
民
に
信
を
持
た
せ
る
。
人
民
に
信
じ
ら
れ
る
。
）
と
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
、

ど
の
程
度
の
も
の
か
問
題
が
残
る
。

「葵
遅
問
仁
、
子
日
愛
人
」
（顔
淵
）

「子
日
、
道
千
乗
之
国
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
」
（学
而
）

「汎
愛
衆
而
親
仁
」
（学
而
）

「子
貢
日
、
如
能
博
施
於
民
、
而
能
済
衆
者
、
何
如
、
可
謂
仁
乎
。
子
日
、
何
事
於
仁
、

必
也
聖
乎
、
義
舜
其
猶
病
諸
」
（薙
也
）



「季
氏
富
於
周
公
、
而
求
為
之
衆
鰍
而
附
益
之
。
子
日
、
非
吾
徒
也
、
小
子
鳴
鼓
而
攻

　　　

日
為
政
者
の
民
衆
統
治
政
策

之
、
可
也
」

（先
進
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「使
民
以
時
」

（学
而
）

「子
適
衛
、
再
有
僕
、
子
日
、
庶
突
哉
。
再
有
日
、
既
庶
突
、
又
何
加
寿
。
日
富
之
。

日
既
富
交
。
又
何
加
鷺
。
日
教
之
」
（子
路
）

「
（有
若
）
対
日
、
百
姓
足
、
君
教
典
不
足
、
百
姓
不
足
、
君
執
輿
足
」
（顔
淵
）

『論
語
』
の
主
た
る
目
的
が
理
想
的
な
為
政
者

「君
子
」
の
実
現
に
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う

か
、
〃愛
民
″

　

に
関
し
て
は

　

〃民
心
″
を
強
調
し
た
最
初
の
言
葉
の
他
に
は
あ
ま
り
印
象

深

い
言
葉
は
な
く
、
言
及
も
少
な

い
。
む
し
ろ
、
『詩
経
』
、

『書
経
』

に

　

〃民
″
を
重
し

と
す
る
印
象
を
受
け
る
。
孔
子
の
弟
子
十
哲
の

一
人
と
さ
れ
る
再
有
に
到

っ
て
は
、
人
民

を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
言
い
な
が
ら
ｑ
求
也
為
之
、
比
及
三
年
、
可
使
足
民
也
」
（先
進
》
、

実
際
に
季
氏
の
家
宰
と
な
る
や
、
主
君
の
た
め
に
民
か
ら
重
税
を
と
り
た
て
た
の
で
、
孔

子
か
ら
も
は
や
仲
間
で
は
な
い
と
叱
責
さ
れ
て
い
る
仕
末
で
あ
る
。
（先
進
）

儒家の人間観 （民衆観を中心にして） （その一）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

を

　　　

『詩
経
』
は
比
峨
を
用

い
て
言
う
、
「
餅
之
餅
炎
、
維
曇
之
恥
」

（霧
の
尽
く
る
は
、
こ

観

　　　　

ら
ぃ

７

　　

れ
嚢
の
恥
な
り
）
民
の
生
活
が
苦
し
く
な
る
の
は
、
そ
の
民
を
治
め
て
い
る
者
の
恥
辱
で

あ
る
、
と
。

『書
経
』
に
言
う
、
「舜
日
、
（：
・）
不
虐
無
告
」
（力
弱
い
境
遇
の
人
々
を
虐
げ
て
は
い

け
な
い
）

　

「鴇
日
、
（：
・）
政
在
養
民
」
（大
隅
譲
）

　

「皐
陶
日
、
（：
・）
殺
不
幸
、
寧
失
不
経
」
（大
喪
諜
）

　

「皐
陶
日
、
（：
・）
天
聡
明
、
自
我
民
聡
明
」
（皐
陶
諜
）

・

　

「民
惟
邦
本
、
本
固
邦
寧
」
（五
子
之
歌
）

　

「伊
予
日
、
（：
・）
民
間
常
懐
、
懐
千
有
仁
」
（太
甲
下
）

　

「武
王
日
、
（：
・）
民
之
所
欲
、
天
必
従
之
」
（泰
誓
上
）

　

「人
無
於
水
監
、
当
於
民
監
」
（酒
語
）
〈周
公
〉

　

「使
民
以
時
」
（学
而
）

　

「曾
子
日
、
慎
終
追
遠
、
民
徳
帰
厚
突
」
（学
而
）

　

「哀
公
問
日
、
何
為
則
氏
服
。
孔
子
対
日
、
挙
直
錯
諸
柱
、
則
民
服
、
拳
柱
錯
諸
直
、

則
民
不
服
」
（為
政
）

　

「季
康
子
間
、
使
民
敬
忠
以
勧
、
如
之
何
。
子
日
、
臨
之
以
荘
則
敬
、
孝
慈
則
忠
、
挙

善
而
教
不
能
則
勧
」
（為
政
）

　

「其
使
民
也
義
」
（公
冶
長
）

‐

　

「君
子
篤
於
親
、
則
民
興
於
仁
、
故
旧
不
遺
、
則
民
不
倫
」
．（泰

伯
）

　

「使
民
如
承
大
祭
」
（顔
淵
）

　

「上
好
礼
、
則
民
莫
敢
不
敬
、
上
好
義
、
則
民
莫
敢
不
服
、
上
好
信
、
則
民
莫
敢
不
用

情
、
夫
如
是
、
則
四
方
之
民
、
機
負
其
子
而
至
突
」
（子
路
）

　

「及
其
使
人
也
、
器
之
」

子^
路
）

　

「善
人
教
民
七
年
、
亦
可
以
即
戒
突
」
（憲
問
）

　

「以
不
教
民
戦
、
是
謂
棄
之
」
（憲
問
）

　

「道
之
以
政
、
斉
之
以
刑
、
民
免
而
無
恥
」
（為
政
）

　

「上
好
礼
、
則
民
易
使
也
」
（憲
問
）

　

「衆
悪
之
必
察
蕩
、
衆
好
之
必
察
寿
、」
（衛
霊
公
）

　

「有
国
有
家
者
、
不
患
寡
而
患
不
均
、
不
患
貧
而
患
不
安
」
（季
氏
）

　

「君
子
学
道
則
愛
人
、
小
人
学
道
則
易
使
也
」
（陽
貨
）

　

「恭
則
不
侮
、
寛
則
得
衆
、
信
則
人
任
烏
、
敏
則
有
功
、
恵
則
足
以
使
人
」
（陽
貨
）

　

「子
夏
日
、
君
子
信
而
後
労
其
民
、
未
信
則
以
為
腐
己
也
」
（子
張
）

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

孔
子
は
時
折

『詩
』
、
『書
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
古
書
と

『論
語
』
と
の
間

に
は
若
干
の
思
想
的
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
蓋
し
、
『詩
』
の

「作
者
は
王
候
よ
り

庶
民
ま
で
各
層
に
わ
た
－っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
、
『書
』
は
聖
王
、
名
君
、
賢
臣
が
残
し

た
語
録
、
宣
言
集
と
言
わ
れ
て
い
る
に
対
し
て
、
時
代
的
か
つ
社
会
的
状
況
の
相
違
も
あ

る
が
、
認
細
語
』
の
孔
子
自
身
の
立
場
は
聖
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
大
成

７
十



西

　

岡

　

孝

　

治

し
た
王
候
で
も
な
い
し
ま
た
庶
民
で
も
な
い
。
庶
民
は
庶
民
の
立
場
か
ら
直
裁
に
暴
君
の

虐
政
や
悪
政
を
嘆
く
。
「蕩
蕩
上
帝
、
下
民
之
群
」
（〈周
の
霊
王
と
い
う
〉
悪
君
が
い
ま

わ
れ
わ
れ
下
民
の
君
主
と
な
っ
て
い
る
）
、
「我
生
不
辰
Ｌ
（わ
た
し
の
生
ま
れ
た
時
期
が

悪
か
っ
た
）
。

　

他
方
で
、
大
成
し
た
名
君
達
は
あ
る
自
信
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
偉
業
を
共
に
し
て
く

れ
た
臣
や
民
に
対
し
て
感
謝
こ
そ
す
れ
、
特
に
民
に
対
し
て
も
無
能
視
は
し
な
い
。
民
の

功
績
も
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「可
畏
非
民
」
（君
は
そ
の
人
民
を
畏
れ
つ
つ
し
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
、
「民
惟
邦
本
、
本
固
邦
寧
」
（人
民
こ
そ
は
国
の
根
本
で
あ
り
、

そ
の
根
本
を
固
く
し
て
い
け
ば
、
国
は
安
ら
か
に
治
ま
る
。
民
を
う
と
ん
じ
て
は
な
ら
な

い
。）
「天
恥
明
、
自
我
民
恥
明
」
（天
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
耳
ざ
と
く
聞
き
、
人
民
の
望

み
を
わ
が
望
み
と
し
て
い
る
。）
「民
之
所
欲
、
天
必
従
之
」
（天
は
必
ず
人
民
の
望
み
に

従
う
も
の
で
あ
る
。）

　

こ
の
よ
う
な
天
と
民
と
の
密
接
な
関
連
こ
そ

『論
語
』
に
な
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、

名
君
達
は
孔
子
に
指
摘
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
民
が
常
に
正
し
い
声
を
伝
え
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
「悶
偉
道
以
干
百
姓
之
誉
」
（正
し
い
道
を
は
ず
れ
た
こ
と

ま
で
し
て
、
人
民
の
好
評
を
得
よ
う
な
ど
と
考
え

て
は
い
け
な
い
。
）
そ
れ
で
も
、
「閏
暁

百
姓
以
従
己
之
欲
」
（人
民
の
希
望
に
そ
む
い
て
、
お
の
れ
の
欲
に
従

っ
て
こ
と
を
行
な

っ
て
は
い
け
な
い
）

の
で
あ
る
。

（『書
経
』
）

　

民
の
政
治
的
能
力
を
否
定
す
る
な
ら
、
民
の
声
を
天
の
声
と
み
な
す
こ
と
も
、
民
の
声

に
よ
っ
て
わ
が
身
を
反
省
す
る
こ
と
も
む
つ
か
し
い
。孔
子
の
立
場
が
こ
れ
だ
と
す
る
と
、

孟
子
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

第

二

章

　　

孟

　　　

子

孟
子
は
情
熱
的
な
理
想
主
義
者
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
多
用
す
る
雄
弁
家
、
対
照
効
果
の
あ

る
二
分
法
の
多
用
者
で
あ
る
。孟
子
の
比
較
的
客
観
的
で
や
や
好
意
的
な
全
体
的
評
価
は
、

金
谷
治
氏
の

『孟
子
』
（岩
波
新
書
）
に
尽
き
て
い
る
と
思
う
。

一
、
民
衆
の
政
治

（倫
理
）
的
能
力
に
対
す
る
孟
子
の
評
価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

す
う

孟
子
は
孔
子
没
後
、
ほ
ぼ
百
年
を
へ
て
孔
子
の
故
郷
の
魯
に
近
い
郡
と
い
う
小
国
に
生

ま
れ
た
と
い
う
。
彼
が
孔
子
を
敬
す
る
心
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
「生
民
有
り

て
以
来
、
未
だ
孔
子

〔の
如
き
者
〕
有
ら
ず
」
（人
間
あ

っ
て
以
来
、
孔
子
ほ
ど
の
人
は

か
つ
て
な
い
）
と
弟
子
の
公
孫
丑
に
答
え
て
い
る
し
、
最
終
篇
の
最
終
章
で
、
「孔
子
か

ら
今
日
ま
で
わ
ず
か
百
余
年
。
聖
人
の
時
代
を
去
る
こ
と
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
ま
た
聖

人
の
居
ら
れ
た
魯
の
国
と
こ
こ
郡
の
地
と
は
、
か
く
も
甚
だ
近
い
。
時
も
所
も
か
く
ま
で

近
い
の
に
、
も
し
今
に
し
て
こ
の
聖
人
孔
子
の
道
を
見
て
知

っ
て
伝
え
る
も
の
が
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、今
後
は
つ
い
に
伝
え
聞
い
て
知
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お

〔こ
の
聖
人
の
道
を
永
く
後
世
に
伝
え
る
も
の
は
、
自
分
を
措
い
て
外
に
い
っ
た
い
誰
が

　　　　

凶

あ
ろ
う
か
〕
」
と
し
め
く
く

っ
て
い
る
。

　

こ
の
事
を
考
え
る
と
、
孟
子
が
孔
子
の
考
え
を
引
き
継
い
で
い
る
と

一
般
に
考
え
ら
れ

る
。
勿
論
同
じ
儒
家
で
あ
っ
て
も
、
個
性
も
時
代
も
違
う
の
で
、
共
通
点
だ
け
で
は
な
く

相
違
点
も
あ
ろ
う
。

小
国
膝
の
文
公
の
下
に
滞
在
し
て
い
る
時
、
許
行
と
い
う
反
分
業
主
義
者

（江
戸
時
代

中
期
の
安
藤
昌
益
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
直
耕
主
義
者
）
が
同
じ
く
文
公
の
下
に
来
て
民

と
な
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
こ
の
許
行
に
共
鳴
し
た
元
儒
者
陳
相
と
の
問
答
の
中
で
孟
子

は
得
意
の
二
文
法
を
用
い
て
言
う
、
（分
業
を
廃
し
て
神
農
氏
の
言
う
よ
う
に
為
政
者
も

民
と
共
に
耕
作
し
、
自
分
で
朝
夕
の
炊
事
を
し
な
が
ら
政
治
を
す
る
な
ん
て
こ
と
は
非
現

実
的
で
あ
る
）

た
い
じ
ん

「大
人
の
事
あ
り
、
小
人
の
事
あ
り
」
（す
べ
て
の
仕
事
に
は
そ
れ
ぞ
れ
分
担
が
あ
っ
て
、

人
の
上
に
立
っ
て
政
治
を
す
る
人
君
や
役
人
の
仕
事
も
あ
れ
ば
、
人
の
下
に
あ
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
物
を
つ
く
る
農
工
商
の
仕
事
も
あ
る
）
〈勝
文
公
上
〉

　

「心
を
労
す
る
者
は
人
を
治
め
、
力
を
労
す
る
者
は
人
に
治
め
ら
る
。
人
に
治
め
ら
る

ｎｘＵ



る
者
は
人
を
や
し
な
ひ
、
人
を
治
む
る
者
は
人
に
や
し
な
は
る
る
は
、
天
下
の
通
義
な

　
ｔめ
ソ
」「は

た
君
子
た
り
、
は
た
野
人
た
り
、
君
子
な
く
ん
ば
野
人
を
治
む
る
な
く
、
野
人
な

く
ん
ば
君
子
を
養
ふ
な
し
」

「
（孔
子
日
く
）
君
子
の
徳
は
風
な
り
、
小
人
の
徳
は
草
な
り
。
草
こ
れ
に
風
を
く
は

ふ
れ
ば
必
ず
ふ
す
」

「順
を
以
て
正
と
な
す
者
は
、
妾
婦
の
道
な
り
」
〈膿
文
公
下
Ｖ

「位
卑
し
く
し
て
き日
高
き
は
罪
な
り
。人
の
本
朝
に
立
ち
て
道
行
は
れ
ざ
る
は
恥
な
り
」

（卑
官
の
者
は
言
い
つ
け
ら
れ
た
仕
事
を
す
る
だ
け
で
よ
い
、
尊
位
に
あ
る
者
は
道
を

行
う
権
利
と
責
任
と
が
あ
る
）
〈万
章
下
〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

「君
子
の
な
す
所
は
、
衆
人
も
と
よ
り
知
ら
ざ
る
な
り
」

「仁
者
は
そ
の
愛
す
る
所
を
以
て
、
そ
の
愛
せ
ざ
る
所
に
及
ぼ
し
、
不
仁
者
は
そ
の
愛

せ
ざ
る
所
を
以
て
、
そ
の
愛
す
る
所
に
及
ぼ
す
」
（仁
者
は
愛
す
る
者
に
対
す
る
心
を

中心にして） （その－）を

　　　

も

っ
て
、
ま
だ
愛
さ
ぬ
者
に
及
ぼ
し
、
不
仁
者
は
愛
さ
ぬ
者
に
対
す
る
心
を
も

っ
て
、

撒

　　

愛
す
る
者
に
及
ぼ
す
）
怠
心
土

　

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
君

（為
政
者
）
と
民

（民
衆
）
、
即
ち
、
治
者

と
被
治
者
と
を
孔
子
以
上
に
峻
別
し
て
い
る
、
従
っ
て
民
の
政
治

（倫
理
）
的
能
力
も
孔

子
以
上
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

孟
子
は
、
孔
子
が
言
及
し
て
い
な
い

『書
』
の
天
命
思
想
を
引
用
し
、
あ
る
い
は
主
張
し

て
い
る
。

　　

み

「
天
の
視
る
は
我
が
民
の
視
る
に
よ
り
、
天
の
聴
く
は
我
が
民

の
聴
く
に
よ
る
」

〈万

章
上
〉

「
む
か
し
、
菟
、
舜
を
天
に
薦
め
て
、
天
こ
れ
を
受
く
０

　

こ
れ
を
民
に
あ
ら
は
し
て
、

民
こ
れ
を
受
く
。
故

に
日
く
、
『天
も
の
い
は
ず
。
行
ひ
と
事
と
を
以
て
、
こ
れ
を
示

す
の
み
』
と
」

　　　

し
た
が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さ
か

「天
に
順
ふ
者
は
存
し
、
天
に
逆
ら
ふ
者
は
亡
ぶ
」
〈離
婁
上
〉

あ
る
い
は
民
心
と
政
治
に
つ
い
て
、

　

「集
約
の
天
下
を
失
ふ
や
、
そ
の
民
を
失
へ
ば
な
り
。
そ
の
民
を
失
ふ
者
は
、
そ
の
心

を
失
へ
ば
な
り
。
天
下
を
得
る
に
道
あ
り
。
そ
の
民
を
得
れ
ば
こ
こ
に
天
下
を
得
。
そ

　

の
民
を
得
る
に
道
あ
り
。
そ
の
心
を
得
れ
ば
こ
こ
に
民
を
得
。
そ
の
心
を
得
る
に
道
あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あ
つ

に
く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鞠

り
。
欲
す
る
所
は
こ
れ
を
与
へ
こ
れ
を
衆
め
、
悪
む
所
は
施
す
な
き
の
み
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

け
も
の

　

く
わ
う

「
民
の
仁

（政
）
に
帰
す
る
や
、
な
ほ
水
の
ひ
く
き
に
就
き
、
獣
の
城
に
走
る
が
ご
と

し
」
と
言

っ
て
い
る
。
〈離
婁
上
〉

二
分
法
に
よ
る
峻
別
は
、
対
照
効
果
が
あ
っ
て
明
解
で
あ
る
が
、
単
純
化
に
過
ぎ
る
と
い

う
短
所
も
あ
り
う
る
。
も
し
民
の
政
治

（倫
理
）
的
能
力
が
決
定
的
に
劣
る
と
し
た
ら
、

民
の
声
が
天
の
声

（天
命
）
を
代
行
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
り
、
民
心
を
得
る
こ
と
が

天
下
を
得
る
こ
と
の
第

一
条
件
に
も
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
孟
子
の
民
衆
の

政
治
的
能
力
に
対
す
る
評
価
が
孔
子
よ
り
低
い
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
藤
堂

明
保
氏
は
、
孟
子
の
民
に
対
す
る
具
体
的
で
生
々
し
い
心
遣
い
を
示
す
言
葉
を
紹
介
し
つ

つ
、
「
字
皿
子
は
）
孔
子
が
心
底
で
は
な
お
認
め
て
い
な
か
っ
た

『民
』
と
い
う
も
の
の
立

場
を
、

い
さ
さ
か
前
に
押
し
出
し
た
。

」
「
よ
う
や
く
こ
こ
で

『民
』
は
、
半
人
な
み
の
扱

い
を
受
け
は
じ
め
た
。

」
し
か
し
な
が
ら
、
「精
神
労
働
を
す
る

『大
人
』
は
人
を
治
め
、

肉
体
労
働
を
す
る

『小
民
』
は
、
人
に
治
め
ら
れ
る
ー
ー
こ
れ
が
天
下
の
常
識
だ
」
と
い

う
の
は

「文
明
の
本
質
に
か
か
わ
る
大
問
題
で
ろ
う
。
た
し
か
に
分
業
に
よ
っ
て
人
間
の

文
明
は
進
歩
し
た
。
そ
の
分
業
の
い
ち
ば
ん
基
本
的
な
も
の
は
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働

の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
前
者
が
高
尚
な

『大
人
』
の
仕
事
で
あ
り
、
後
者
が
下
等
な

『小
民
』

の
や
る
べ
き
こ
と
だ
ー
ー
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

（：
・）
分
業
は

差
別
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
問
題
は
、
我
わ
れ
の
永
遠

の
宿
題
と
し
て

　　　　　　　　　　　　

　

残
る
だ
ろ
う
。」
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
我
々
は
少
な
く
と
も
、
民
衆
が
極
低
い
政
治

（倫

理
）
的
能
力
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
下
で
の
こ
の
種
の
分
業
は
身
分
や
階
級
と
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

っ
た
決
定
的
な
人
間
差
別
に
つ
な
が
り
易
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。



西

　

岡

　

孝

　

治

　

孟
子
の
人
間
観
と
し
て
は
性
善
説
が
有
名
で
あ
る
。

　

「人
に
は
み
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
あ
り
。
先
王
は
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
あ
り
て
、
す

　

な
わ
ち
人
に
忍
び
ざ
る
政
あ
り
し
な
り
。」
「人
に
は
み
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
あ
り
と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

じ
ゆ

　

し

せ
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

じ
ゆ
つ
て
き

　

い
う
ゆ
え
ん
は
、
今
人
に
わ
か
に
濡
子
の
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
、
み
な
様
傷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

む
す

　

側
隠
の
心
あ
れ
ば
な
り
。
交
り
を
濡
子
の
父
母
に
内
ぽ
ん
と
す
る
た
め
に
も
あ
ら
ず
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に
く

　　　　

し
か

　

誉
を
郷
党
朋
友
に
も
と
め
ん
と
す
る
た
め
に
も
あ
ら
ず
、
そ
の
声
を
悪
み
て
然
す
る
に

　　　　　　　　　　　　　　　

み

　

も
あ
ら
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
側
隠
の
心
な
き
も
の
は
人
に
あ
ら
ず
」

（公
孫
丑
上
）

　

金
谷
氏
に
よ
れ
ば
増
孔
子
に
は

「お
お
む
ね
の
人
間
に
い
わ
ゆ
る
良
心
と
で
も
い
う
よ

う
な
善
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
信
ず
る
」
「人
間
性
に
対
す
る
信
頼
感
Ｌ
、
「楽

　　　　

　

門
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
ど
ち
ら
に
重
点
を
お
く
か
に
対
立
が
生
じ
、曾
子
派
と
子
涛

・

子
夏
派

に
分
裂
し
た
。
「孟
子
は
こ
の
曾
子
派

に
学
ん
だ
」
と

い
う
。
従

っ
て
、
孟
子
の

性
善
説
は

「孔
子
の
忠
信
説
を
う
け
て
直
証
的
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、」
「必
ず
し
も

経
験
的
に
把
握
さ
れ
た
現
実
認
識
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
」
と
い
い
、
「人

間
の
本
性
は
善
で
も
な
け
れ
ば
悪
で
も
な
い
」
（本
性
は
生
ま
れ
つ
き
の
素
朴
な
き
じ

〈本

始
材
朴
〉
で
あ
り
、
道
徳
は
そ
れ
に
対
す
る
後
天
的
な
し
わ
ざ
）
と
主
張
す
る

嘉
口
子
の

科
学
的
な
論
理
と
比

べ
る
と
き
、
そ
れ
は

一
層
あ

い
ま

い
な
も

の
に
な

っ
て
」
お
り
、

「
人
間
性
を
善
だ
と

い
い
き
る
こ
と
に
は
、
客
観
的
に
み
て
、
や
は
り
む
り
が
あ
る
」
。

「人
間
性
が
善
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
現
実
世
界
に
は
び
こ
る
悪
は
ど
う
し
て
出
て
く
る
の

か
」
「悪
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
が
そ
れ
に
ひ
か
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
内
な
る
善
性
が
く
ら
ま
さ
れ
て
い
く
と

い
う
」

の
な
ら
、
「
そ
う
し
た
悪
に

ひ
か
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
そ
れ
に
対
応
す
る
悪

へ
の
傾
向
性
が
内
部
に
も
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
「
さ
ら
に
ま
た
孟
子
は
修
養
や
教
育
の
必

要
を
力
説
す
る
が
、
人
間
性
が
善
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
必
要
が
起
こ
っ
て
く
る

の
か
」
問
題
で
あ
る
。
か
く
て

「人
間
性
が
善
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
額
面
ど
お

り
に
受
け
と
れ
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
す
る
。
で
は
孟
子
が

「人

間
の
内
心
に
あ
る
貴
重
な
道
徳
的
欲
求
を
重
視
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
性
と
よ
ぶ
」
と
い
う

無
理
を
し
た
の
は
何
故
か
。
金
谷
氏
は
更
に
萄
子
の
性
悪
説
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
性
善

説
は

「人
間
か
く
あ
る
べ
し
と
す
る
道
徳
的
な
要
請
に
も
と
づ
」
く
の
で
あ
っ
て
、
三
つ

の
意
義
を
持
つ
と
い
う
。
第

一
に

「人
々
の
道
徳

へ
の
意
欲
を
は
げ
ま
し
、
微
弱
な
道
徳

的
欲
求
の
覚
醒
を
強
く
う
な
が
す
」
第
二
に

「道
徳
の
教
え
と
い
う
面
か
ら
み
る
と
、
上

か
ら
の
お
し
つ
け
を
強
化
す
る
よ
り
は
、
人
々
の
内
面
的
な
自
覚
を
主
と
す
る
立
場
に
連

な
」
る
。
「荷
子
の
性
悪
説
が
、
外
か
ら
の
規
制
を
強
調
し
、
韓
非
の
主
張
す
る
法
律
的

統
制
に
も
連
な
る
の
と
は
全
く
逆
で
あ
っ
た
。
純
粋
な
道
徳
論
と
し
て
は
、
人
間
性
に
信

頼
を
お
く
こ
の
性
善
説
の
楽
天
的
な
思
想
が
ま
さ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
性
悪
説

を
お
さ
え
て
、性
善
説
が
儒
教
の
正
統
思
想
と
し
て
の
ち
の
世
に
強
く
継
承
さ
れ
た
の
は
、

決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
第
三
に

「性
善
説
に
は
な
に
ほ
ど

か

一
種

の
平
等
思
想
と
み
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
。

（：
・）
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
は
、

だ
れ
で
も
ひ
と
し
く
善
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
血
統

や
身
分
に
か
か
わ
り
な
く
、
道
徳
的
立
場
に
お
け
る
基
本
的
な
平
等
性
を
認
め
た
も
の
で

あ
る
。
人
は
み
な
秦

・
舜
に
も
な
れ
る
、
だ
れ
で
も
修
養
努
力
に
よ
っ
て
聖
人
に
も
な
れ

る
と

い
う
思
想
は
貴

い
Ｌ
と

い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
我

々
は

「純
粋
な
道
徳
論
」
を
扱

っ
て
い
る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
『孟
子
』
は

「為
政
者

の
た
め
に
説
か
れ
た
書
物

で
あ
り
」

　　　　　　　　　

　

政
徳

一
致
の

「道
徳
政
治
」
を
孟
子
は
説
い
て
い
た
筈
で
あ
る
。
第

一
に
お
い
て

「人
々
」

と
あ
る
け
れ
ど
も
、
重
点
は
諸
候
を
主
と
し
た
為
政
者
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
民
は
二
次

的
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、
第
二
の

「内
面
的
な
自
覚
を
主
と
す
る
立

場
」
は
為
政
者
の
責
任
を
内
面
的
な
自
覚
に
任
せ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
に
連
な
り
、

民
に
よ
る
チ

ェ
ッ
ク
は
軽
視
さ
れ
か
ね
な

い
。
政
治
が
か
ら
む
分
野
に
お

い
て
、
道
徳
の

内
面
性
が
法
律
の
外
面
性
よ
り
優
位
に
あ
る
と
割
り
切
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。先
に
「先

王
は
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
あ
り
て
、
す
な
わ
ち
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
あ
り
し
な
り
」
と
あ

っ
た
が
、
正
に
為
政
者
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
の
孔
子
の
言

（＝Ｖ
１１



葉

「君
子
道
を
学
べ
ば
即
ち
人
を
愛
し
、
小
人
道
を
学
べ
ば
即
ち
使
い
易
し
」
も
思
い
出

さ
れ
る
。
第
三
に
関
し
て
も
確
か
に
孟
子
は
言
う
、
「お
よ
そ
類
を
同
じ
う
す
る
者
は
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

な
ん
び
と

み
な
相
似
た
り
」
「聖
人
も
我
と
類
を
同
じ
ぅ
す
る
者
な
り
馴

「顔
淵
は
日
く
・
『舜
何
人

　　　　

わ
れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た

　　　

べ

ぞ
や
ｏ
予
何
人
ぞ
や
ｏ
為
す
有
る
者
亦
是
の
若
し
』
と
壌

「贈
撒
憐
て
尭
舜
為
る
可
し
」

　

　と
。
か
つ
て
孔
子
が
ふ
と

一
度
だ
け
主
体
を
明
記
せ
ず
に
語
っ
た
言
葉

「性
、
相
い
近
し
。

習
え
ば
、
相
遠
し
」
と
比

べ
る
と
、
主
体
が
は

っ
き
り
し
て
き

て
い
る
。
「
人
皆
」
と
あ

ろ
う
と
も
、
「
民
」
を
除

い
た

「土
」
以
上
が
念
頭
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
こ

　　　　　　　　　　　　　

　

れ
は

「平
等
思
想
」
と
は
言
え
ま

い
。

儒家の人間観 （民衆観を中心にして） （その－）

二
、
為
政
者
に
対
す
る
孟
子
の
期
待

⑳
為
政
者
自
身
の
積
徳

孟
子
に
お
い
て
も
、
「民
」
は
当
然
の
被
治
者
で
あ
る
か
ら

「君
」
に
期
待
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
定
式
は
孔
子
と
同
様
で
あ
る
。
い
く
ら
か
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「春
秋
」

か
ら

「戦
国
」
へ
と
い
う
時
代
的
変
化
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
度
重
な
る
戦
い
の
た
め
に
収

奪
さ
れ
て
あ
え
ぎ
苦
し
む

「民
」
が
お
り
、
「中
国
の
最
大
の
異
端
思
想
」
と
い
わ
れ
る

　　　　　　　　　　　

　

墨
家
が
宿
敵
と
し
て
現
わ
れ
る
。
情
熱
的
な
人
孟
子
な
ら
ず
と
も
、
為
政
者
に
対
す
る
激

励
や
更
に
責
任
追
求
す
ら
も
昂
じ
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
金
谷
氏
は
、
伊
藤
仁
斎

の
文
献
批
判
を
手
掛
り
に
し
て

『孟
子
』
七
篇
を
分
析
す
る
。
上
孟
三
篇
は
遊
説
時
代
の

も
の
で
あ
り
、
例
に
よ

っ
て
得
意
の
二
分
法
を
用

い
て

「仁
義
」
あ
る
い
は

「義
Ｌ
と
、

「利
」
と
を
対
照
さ
せ
る
第

一
篇
第

一
章
か
ら
始
ま
り
、
「王
何
ぞ
必
ず
し
も
利
と
い
は
ん
。

ま
た

　　　　　

あ

亦
仁
義
有
る
の
み
」
と

い
っ
た
覇
気

に
富
ん
だ
若

々
し
い
こ
と
ば
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
後
の
尽
心
篇
に
な
る
と

「政
治
へ
の
積
極
的
な
関
心
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
主
と

す
る
と
こ
ろ
は
士
た
る
も
の
の
個
人
的
な
修
養
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
俗
の
世
界
に
背
を

向
け
た
説
き
方
の
強

い
こ
と
が
と
り
わ
け
て
印
象
的
で
あ
る

（：
・）
こ
の
篇
の
中
心
は
実

は
孟
子
の
退
隠
後
の
こ
と
ば
の
記
録
で
あ
っ
た

（ろ
う
）
（：
・）
（そ
の
極
ま
る
と
こ
ろ
は
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

精
神
主
義
の
強
ま
り
と
天
命
の
自
覚
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

遊
説
時
代
の
孟
子
に
戻
ろ
う
。
孟
子
独
特
の

　

″為
政
者
に
対
す
る
期
待
″

　

は
、
「王
道

論
と
革
命
論
Ｌ
で
あ
る
と

い
う
嫌

「王
道
論
蜘
と
は
、
例
に
よ

っ
て

「王
道
」
と

「覇
道
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
も

と
を
対
照
さ
せ
る
。
「力
を
以
て
仁
を
仮
る
者
は
覇
た
り
。
覇
は
必
ず
大
国
を
有
っ
。
徳

を
以
て
仁
を
行
な
う
者
は
王
た
り
。
王
は
大
を
待
た
ず
。
（：
・）
力
を
以
て
人
を
服
す
る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あ
ら

者
は
、
心
服
せ
し
む
る
に
非
ざ
る
な
り
、
力
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳
を
以
て
人
を
服
せ
し

む
る
者
は
、
中
心
よ
り
悦
び
て
誠
に
服
せ
し
む
る
な
り
」
〈公
孫
丑
上
〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

よ

　

「善
を
以
て
人
を
服
せ
し
め
ん
と
す
る
者
は
、
未
だ
能
く
人
を
服
せ
し
む
る
者
あ
ら
ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　

や
し
な

る
な
り
。
善
を
以
て
人
を
養
い
て
、
然
る
後
に
能
く
天
下
を
服
せ
し
む
。
天
下
心
服
せ
ず

し
て
王
た
ろ
者
は
、
未
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
孟
子
は
い
う
。
〈離
婁
下
〉

　

こ
こ
に
は

「力

の
政
治
」
と

「徳

の
政
治
」
と
の
対
照
が
あ
る
。
「と
こ
ろ
で
、
道
徳

に
よ
る
仁
愛
の
政
治
を
行
な
う
た
め
に
は
、
君
主
個
人
の
徳
が
立
派
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
『仁
者

に
敵
な
し
』
と

い
う
そ
の
仁
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
君
主

の
こ
と
を
さ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
君
主
た
る
も
の
は

『民
の
父
母
』
と
し
て
の
心
を
持

つ

必
要
が
あ

っ
た
。
で
た
ら
め
な
背
徳
者
で
は
、
君
主
と
し
て
の
資
格
は
な
い
の
で
あ

　

　
る
。

」

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
凡
庸
な
君
主
も
資
格
は
な

い
。
孔
子
も
か

つ
て

「為
政
以
徳
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あ

と
説
い
て
い
た
。
孟
子
も
断
固
と
し
て
言
う
、
「惟
仁
者
の
み
宜
し
く
高
位
に
在
る
べ
し
。

不
仁
に
し
て
高
位
に
在
る
は
、
是
れ
其
の
悪
を
衆
に
播
く
な
り
」
「孔
子
日
く
、
『道
は
二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ
こ
な

つ
、
仁
と
不
仁
と
の
み
』
と
」
「其
の
民
を
暴
う
こ
と
甚
し
け
れ
ば
、
則
ち
身
殺
せ
ら
れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

け
ず

こ
れ

　　　　　　　　　　　

ゆ
う

　　

れ
い

国
亡
ぶ
。
甚
し
か
ら
ざ
る
も
、
則
ち
身
危
く
国
削
ら
る
。
之
を
名
づ
け
て
幽

・
周
と
日

　　　　

そ
こ
の

　　　　　　　　

ぞ
く

「仁
を
賊
う
者
之
を
賊
と
い
い
、
義
を
賊
う
者
之
を
残
と
い
う
。
残
賊
の
人
は
、
之
を

い
っ
ぷ

ち
ゆ
う

一
夫
と
い
う
。
一
夫
紺
を
課
せ
ろ
を
聞
け
る
も
、
未
だ
君
を
斌
せ
ろ
を
聞
か
ざ
る
な
り
」

〈梁
恵
王
下
〉

　

こ
こ
に
孟
子
の

「革
命

の
是
認
と

い
う
側
面
」
が
出

て
来

る
鮪
金
谷
氏

に
よ
れ
ば
、

「
『書
経
』
の
内
容
の
中
心
部
は
、
段
を
た
お
し
た
周
王
朝
が
そ
の
革
命
の
正
当
性
を
強

調
し
た
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
段
王
朝
の
徳
が
衰
え
た
た
め
に
新
た
に
周
が
天
命
を

ｎ



西

　

岡

　

孝

　

治

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
説
く
。
天 の

権 威

に
よ
っ
て
段
の 服

従
を 要 求

す
る
と
と
も
に
、

周
王
朝

の 内

部

へ の 戒

め と も

し
た の で

あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
ば
あ い

、
徳 の

内
容 と

し
て 考

え ら れ

た
も の

は
何
よ り も 民 衆 の 安

寧 幸

福
で
あ
っ
た
が
、

ま た 天

意
が
知
ら

れ
る
の
も
民 衆

の 意 思

に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
周
王
朝
の
成 立

、
そ
れ
は
お お よ

そ 西 紀

前 十 二

世
紀 の こ

ろ
と
考
え ら れ

て い

る
が
、

そ ん

な 古 い こ

ろ
に
、
政
治 は

民

衆 の た

め
に
あ
る
べ き も の

で
、

そ
れ
を
な
お
ざ
り
に
す
る
と
革 命

の 危

険
が
あ
る
と い

う
思 想

が
、

す で

に
確 立

し
て
い
た
」
「
そ
し
て
、
『書 経

』

の 中

に
み ら れ

る 周

初
の
政

治
思 想 を 継

承
し
て
、
そ
れ
を 一

層
は
っ
き り

し
た 形 で

強
調
し
た の

が
、
孟 子 で

あ
っ

た
」
「王
朝
革
命
の 是

認 も

、
や
は
り
王 道 を

可 能

に
す
る 真 の 仁 君 の

出
現 を

切 望

す

る
結 果

の こ と で

、
ま
た 孟

子 の は

げ し

い 意

気
ご
み
、

改 革

に
燃 え

る
熱 情 を 示

す も

の
で
あ

っ
た と

し
て よ

か
ろ
う
」
と い

う
。

　

更
に
、

孔 子

が
君
臣
関
係
に
つ
い
て
「君 使

臣
以 礼

、
臣
事
君 以 忠

」
（八
倍
）
、
「君
君
、

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

こ う

し
ゆ う

臣 臣

」
（ 顔

淵 ）

、
と
語
っ
て い

る
の
に
対
し
て
、
孟 子

は

「
（臣
と
し
て 君

の ） 冠 書

に

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

は
何 の 服

か
こ
れ
あ
ら
ん
」
、
「君 の

臣
を
視
る
こ と

手 足

の
如 く

な れ

ば
、

則
ち
臣
の 君

を 視

る
こ
と 腹

心
の 如

し
。
君
の
臣
を 視

る
こ と

犬
馬 の

如 く

な
れ
ば
、

則
ち
臣
の
君 を

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

つ ち

あ
〈
た

視
る
こ
と
国
人 の

如
し
。
君
の
臣
を 視

る
こ
と
土 芥 の

如 く

な
れ
ば
、

則 ち

臣 の 君 を 視

る
こ と

冠 讐 の

如
し

Ｌ
と
い
う
。
金
谷 氏

の
言
葉
を
借 り

れ
ば
、
「孟
子
は
ま た 君

と
臣

と
の
関
係
を 完 全

に
相
務 的

な も の と み た

。
君 主 の

待
遇
い
か ん に

よ
っ
て
、
臣
下 の

態 度

に
も 差 異

が
あ
る
の
は
当
然
だ
、

と い

う
の
で
あ
る
」

す
」

以
上
、

為
政
者
の 積 徳 を 中

心
に
し
た
政
徳

一 致

の 道

徳
政
治 を

、
「王 道

論
」 、
「革

命 論

」
、
「
君
臣
相
務 説

」
と 辿

っ
て き た

。
こ
れ
ら
の
う
ち

「
王 道

論
」
は
さ て お き

、

後 二

者
に
つ い て

は
、
中 国 で

も
日
本 で

も 古

来

「危
険
思
想
」
と
し
て 嫌 わ れ

、
様
々

に
批
判
を
集 め

、
無
視 さ

れ
た
り
削
除
さ
れ
た
り
し
た
と
い
う
。
「わ
が 国 で は

、
ま た

『孟

子
』
の 書 を

積 ん で

く る

船
は 沈 没

す
る
と
い
う
風 説

さ
え
あ
っ
た
ら
し
く
、
『孟 子

は

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

に
の
も と

　  　  　  　  　  　

み
こ こ ろ

い み

じ
き 書

な
れ
ど
も
、

日
本
の
神
の
御
意
に 合

わ ず

』
な
ど
と
も い

わ
れ
た
。」

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

い え

ど

君
臣
相 務 説

に
つ い て

も
、
後 世

に

「君
君 た

ら
ず と 難

も
、
臣
は
以
て
臣
た ら

ざ
る

可
か ら ず

」
（『古 文 孝

経
』
の 序 ） と い

う
片 務 説

が
出 て

来
る
が
、
「
し
か
も 特

に
強

調 さ

れ
た の

は
わ
が
国 で

の こ と で

あ

っ
た（ ： ・

）
わ
が
国
で は

、
本
居 宜 長

も ま

た
こ

の

﹇孟
子 の

双
務 説

の
﹈

－
章 を 攻 撃

し
た

（『玉 か

つ
ま
』
巻 十 四 ）

」
－
が
、
「
孟 子

に

対 す

る
こ
う
し
た
非 難

か ら

、
わ
れ
わ
れ
は
逆
に
当
時
の
専 制

体
制 の き

び し

さ と

、
そ

れ に

対
す
る
孟
子 の

進 歩

的 な

姿 勢

と
を
う
か
が っ

て よ い

で
あ ろ

う
」

　

し
か
し
、
「
王 道

の
実 現

を ね

が
う
孟
子 の

悲
願 は

、
（ ： ・ ） 幾 た

び
か
の い た

ま
し
い

挫
折
に
あ

っ
た
。

そ
し
て
つ
い
に
は
遊
説 を

断
念
す
る
に
至
る

（ ： ・ ）

そ
し
て
つ
い
に
郷

里
に 隠

退 す

る
。

そ
れ は

、
や
は
り ま

ぎ
れ
も な

く
現 実 世 界 で

の
敗
北
で
あ

っ
た
。

（ ： ・ ）

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

モ

　

ラ

　

リ

　

ス

　

ト 十

政
治 社

会 で

の
敗
北 は

、
道
徳
主
義 者

と
し
て
の
孟 子

に 国

家
や
政 治 と は

違
っ
た
別
の

深
い
世 界

へ の 注 視 を

う
な
が
し
た の

で
あ
る
」

（ 以 上

金
谷
氏 を

引 用

し
つ つ ま

と
め

た
。

）

口
為
政 者

の 民 衆

に
対 す

る
心 遣

い

　  　  　  　

た つ と

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

か
ろ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

こ

「民 を 貴

し
と な

し
、

社 穣

之
に
次
ぎ
、

君 を

軽
し
と
な
す
。
是
の
故
に
丘 民（ 衆

民
）

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

た
い

　

ふ

に
得
ら れ

て 天 子 と な

り
、

天 子

に
得
ら
れ
て 諸 侯 と な

り
、

諸 侯

に
得
ら れ

て 大 夫

と

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

し ー

な
る
。
諸 侯 社 穣 を 危

く
す
れ
ば
、

則 ち

﹇其
の
君
を
﹈
変 置 す

。，
犠 牲 既

に
成 り

、
茶

せ い

　  　  　  　

い
さ
ぎ
よ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

し か

　  　

し か

盛
既
に
潔
く
、
祭
記 時 を

以 て す

。
然
り
而
し
て
早 乾

水 溢

あ
れ
ば
、

則
ち 社 機

を
変
置

　

先 の

金
谷 氏 の 説

に
よ
れ
ば
、

最
終
篇 の 尽 心

は

「退
隠
後
の こ と

ば
の 記

録
」
で
あ

っ
た
。
そ の

尽 心

篇
下
の
中
の
一
章
が
右
で
あ
る
。
孟
子
は
遊
説
し
た 大

小
の 諸 侯 達

に

も
は
や 愛 想 も

尽 き

た と で

も い

う
の で

あ
ろ
う
か
。
章 頭

に
他
に
は
解
釈
し
よ
う
も な

い
明
解 な 宣 言

が
さ
れ
て
印
象 的 で

あ
る
。
金
谷 氏

は こ

の 一

句
を

「爆 弾

的 な

宣 言 で

あ
る
」
と
い い

、
孟 子

に
そ
れ
を
敢
然
と
言
い
放
た せ た の

は

「下
か ら

の
力
の
盛 り あ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

が
り
が
は
げ し

い
現 実 を

、
正
し
く ふ ま

え
て い

」
る
こ
と
だ
と
説
か れ

る
。

宇 野 精 一

氏
は

「あ ま り

に
過
激
な 論 で

あ
る
か ら

、
我
が 国

は
も
ち ろ

ん
、
か
の
国

で
も 問 題

に
な

っ
て
お り

、

（： ・
）
人
君
た
る
者
、

ま さ

に
民 を

愛
し
社 機 を 保 つ べ

く
、

み ず

か
ら そ

の 尊

に
お
ご

っ
て
は
な ら ぬ こ

と を 述 べ た

も の と み

る
の
が
よ
い
」
と い

１ ２



儒 家 の 人 間 観 （ 民 衆 観 を 中 心 に し て ） （ そ の － ）

　  　

　

わ
れ
る
。
前 者

は 孟

子 の 民 衆 へ の 気

遣
い
を
強 調 す

る
立
場
か
ら
、
後 者

は
伝
統
的 保

守 的 な

為
政
者

の 立 場

か
ら
と い

う

ニ
ュ
ア
ン
ス
の 違 い

は
あ
る
が
、
「
恐
ら
く
当 の 君

主
に 向

か
っ
て
説 か れ

た
も
の
で
は
な
」
い
に
し
て
も
、

諸 侯 阪 雇

の 時

代
で
あ
れ
後
の

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

お

　

か み

専 制

体
制
時
代
で
あ
れ
、

御
上
に
対 す

る
不
孫
侮
辱
き わ

ま
る
大
胆
な 言 葉 と

し
て と ら

え ら

れ
て
い
る
。
こ
れ に

対
し
て 先

の 藤

堂 氏

は
、
「
凶
年
飢 歳

に
は
、

君 の

民
、

老
弱

　  　  　  　  　  　  　

ま
る

そ う

り ん

は
溝 谷

に
転
び
、
壮
な
る
者
は 散

じ
て
四
方
に
行
く
も の

い
く 千

人
。
さ
れ
ど
君 の 倉 膜

　

み

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

み

は
実
ち
、

府 倉

は 充

つ
」
（ 梁 恵 王 篇

下
）

「地
を
争
う
に
戦 い

を
も

っ
て
し
、

人 を 殺

し
て
野
に
満

つ
。

城
を
争
う
に
戦 い

を
も

っ

て
し
、

人
を 殺

し
て
城
に
み
つ
。

こ
れ
、

土 地 の

た
め
に
と て

、
人
の
肉 を

食
ら
う
も の

、

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

の が

そ
の 罪

は
死
を 客

れ
ず
」
（離 婁

篇
上 ） を

引 用

し
て
、
国 の

財 と

兵 の 源 で あ

る
筈 の

民
が 収

奪 さ

れ
苦
し
み
あ
え
ぐ
様
を 指

摘
し
て い わ

れ
る
、
「
そ
の 悲

劇
を
ま
ざ
ま
ざ
と

見
せ
つ
け
ら れ て い て は

、
孟 子

な ら ず と

も
、

（﹇民 為 貴

、
（ ：
・） 君

為
軽
﹈
と
）
「民

」

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

節

の
た
め
に

一
言 弁 ぜ

ざ
る
え を

得
な い

だ
ろ
う
」
と
。

　

王
道
論 は

元
来
、

君
が
仁
政 を

も
っ
て 民 を

治
め
る
こ と を

大
前
提
に
す
る
。
そ の 君

と
民
と
を 比

較
し
て
軽 と

重
を
明
言
す
る
こ の

言
葉
は
、

孟 子 の

当
時
の 諸 侯

に
対 す

る

深 い

失
望
が 込

め
ら れ

て い

る
と
思
わ
れ
る
。
孔 子 も 先

に
不
徳 の 君 の た め

に
民
か ら

重 税 を

取
り 立

て た

門 人

の
再 求 を

責
め た

が
、
孟 子 は

そ
の
例
を
そ
っ
く
り 引

用
し
て

と
か
く
民 を

軽
し
君
を
重
す
る
不 仁 の

臣
下 達 を 厳

し
く
非 難

し
て
い
る
節

同
様 の 主

旨

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

つ か

　  　  　  　  　  　  　  　  　

い わ

よ

は 告

子 篇

下 に

も み

ら
れ
る
、
「今
の 君

に
事
う る

者
は 日

く
、

我 能

く
君 の

為
に
土
地

　

ひ
ら

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

み た

い
わ ゆ る

　  　  　  　  　  　  　

い に し

え

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

き
み

　  　  　  　

む
か

を 群 き

、
府
庫
を 充 す

と
。
今
の 所

語
良 臣

は
、

古
の 所

謂
民 の

賊
な
り
。
君 道

に
郷 わ

　  　  　  　  　  　

こ こ ろ

ざ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

こ れ

ず
、

仁
に
志
さ
ざ
る
に
、
こ
れ
を 富

ま
さ
ん こ

と を 求 む

。
是
案
を
富 ま

し
む
る
な
り
。

我
能
く
君 の 為

に
与
国
を
約
し
、

戦
え
ば
必
ず 克

つ
と
。
今 の 所 謂

良 臣

は
、

古
の
民
の

　  　  　  　  　  　

き
み

賊 な

り
。
君
道
に
郷
わ
ず
、

仁
に
志 さ

ざ
る
に
、
こ
れ が

為
に
強
戦
せ
ん こ と を 求 む

。

　  　  　  　  　

た
す

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

よ

是
案 を 輔

く
る
な
り
。
今
の 道

に
由
り
、

今 の 俗 を 変

ず
る
こ と 無

く
ば
、
之
に
天 下 を

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

お

　  　  　

あ た

与
う
と 難

も
、

一
朝 も

居
る
能
わ
ざ

る
な
り
」
と

い
う
。

従

っ
て
、

孟 子

と
し
て
は
、

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

が い

て
い

「政
在 養 民

」
、
「民 惟

邦
本
、

本 固

邦
寧
」
、
「庶 民 子

来
」
、
「貴 弟 君 子

、
民 之 父 母

」

と い

っ
た

『書
』
、
『詩

』

の
本
来 の 精

神
を
強
調
し
た の

で
あ
ろ
う
。

な
お
、

最 後 の

例

　  　  　  　  　  　  　  　  　

ふ

　

ぽせ き

　

し

の
、

君 と

民 を 父 母 と 赤 子

に
讐
え
る
の
は
孟 子

も
少 な

く
と
も
三
度
用
い て い

る
。

愛
民
の 他 の

表
現
と
し
て
は
、
「民 と

借
に
楽
し
む
、
故
に
能
く
楽
し
む な

り
Ｌ
、
「
興

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

た
の
し み

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

‐  つ れ

い

民
同
楽
」
、
「民 の

楽
を
楽
し
む
者
は
、

民
も 亦

そ
の
楽
を 楽

し
む
。
民 の 憂 を

憂
う る

者

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

は
、

民
も
亦
そ の

憂 を 憂

う
Ｌ
な
ど
の

　

〃民
の
心
を
我
が
心
と
す
る
″
と

い
う
主
旨

の も

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

の
、

更
に
、
『左
伝
』
に
も
あ
る

「視 民

如
傷
」
が
あ
る
。

日
為
政
者
の 民

衆 統 治 政 策

こ
れ
も
結 局

、
王 道

論
が
中
心
と な

る
。

か

つ
て
孔 子

が
言

っ
た
、
「富
之（

： ・
）
、

教 之

」

（子 路

）

　

諸 侯

が
富
国
強
兵
策
に
よ
っ
て
国
の
武
力
や
経
済
力 や

権
力
を
拡
大
し
互
い
に
覇
権 を

争

っ
て い

る
時
に
孟
子
は
孔
子 同

様
に
民 衆

に
生 活 の 安 定

（経 済

） と

教
育
を
与 え

る

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

う ら み

こ と が

、
王 道

で
あ
る
と

い
う
。
「
（ 民 の ） 生 を 養 い

死
を 喪

し
て 憾 無 き

は
、

王
道 の

　  　  　  　  　  　

爾

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

は
ぷ

　  　  　  　

ぜ
い れ ん

始 め な

り
」

「王
も
し
仁
政
を 民

に
施
し
、

刑
罰
を
省
き
、

税
鰍
を 薄

く
し
、

深
く
耕
し

と

　  　

く
さ
ぎ

易 く

揺 ら

し
め
、

壮
者
は 暇

日
を
以 て 其 の 孝 悌

忠
信
を
修 め

、
入
り
て は

以
て
其 の 父

　  　  　

つ
か

　

｛

い

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

て
い

兄
に
事 へ

、
出
で て

は
以
て
其
の
長
上 の 事 へ

ば
、
艇 を

制
し
て 以 て

秦 楚

の
堅
甲
利
兵

　  　

う

ふ せ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

し
よ
う
じ
よ

を
捷
た
し
む
べ
し
」
「民 を

安
ん
じ
て 王 た

ら
ば
、

之 を 能

く 禦

ぐ
な
き な

り
」
「座
序 （

学

　  　  　  　  　

お
し
え

つ つ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

か
さ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

も っ

　  　  　  　  　  　  　  　

た
い
は
く

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

ふ

校
） の

教
を 謹

し
み
、
之
に 申

ぬ
る
に
孝 悌 の 義 を 以 て せ

ば
、

頒
白
の
者
、

道
路
に
負

た い

　  　  　  　  　  　

ろ う

し
や ば

く

　  　

き

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

れ
い み ん

　  　  　  　  　  　

ニ
コ

　  　  　  　  　

か
く
の
）
と

載 せ ず

。
老 者

宗
を
衣
、
肉 を

食 い

、
繋 民

飢 え ず

寒
え ず

。
然
く
に
し
て
王
た
ら
ざ
る

者
は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」

孟 子

は
第 一

篇
第 一 章

で は

梁
の
恵
王
に
言
っ
た

「王
何 必

日
利
、

亦 有 仁

義 而

巳
突
」

つ ま り

、
王 者

た ら ん と

す
る
諸
侯
に は

民
に
重 税

や
兵
役 を

課
し
て
戦
力
を
増
し
、
賛

　  　

ふ

沢 に

耽
け
る
よ
り
も
、

仁 義

、
即 ち 民

を
安
定 さ

せ
る
事
を
第

一 と す

る
よ
う
に
と
勧
め

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

た
だ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ の

理
由
は
、
「恒
産 無

く
し
て
恒
心
有 る

者
は
、

惟 士 の

み 能

く

す
る
こ
と を

為 す

。
民 の 若

き
は
則
ち
恒 産

無
け
れ
ば
、

因
っ
て 恒

心 無

し
。
荷 も

恒 心

な

　  　  　  　

塙

　 　 　 　 　

い ざ

く

無
け れ

ば
、

放 群

邪
修
、

為
さ
ざ
る
無
し
。
罪
に
陥
る
に
及
ん
で
、
然
る
後 従

っ
て
之 を

　  　  　  　  　

こ

　  　  　  　  　  　  　

あ み

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

い づ

くく

ら い

　  　

あ

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

お さ

刑
す
。
是
れ
民 を

関
す
る
な
り
。
嵩
ん
ぞ
仁
人
位
に
在
る
有
っ
て
、
民 を 悶

し
て 為

む
ベ

　 　１ １



け ん

や
」 。
こ こ

に
も 孔 子 の 言 葉

が
思 い 出 さ

れ
る
、
「君
子
峨 於

義
、

小
人 職 於

利
」
、

「君 子 憂 道 不 憂

貧
Ｌ
、
「節
用
而 愛

人
」
、
「可 便 足 民

」
〈 再

有 〉

「百
姓 足

、
君 執 奥

不

足
」
〈有
若
〉

　

尋
網
語
』
に は

「
民
を
使
う

（ 使 民 ）

」
と い

う
言
葉
が
四
回 以 上 出

て
く る

が
、
『孟

子
』

で は

「治 民

」
、
「
用
民
」
も 使

わ
れ
て い

る
。
し
か
し
何
と い

っ
て
も
印
象
的 な

の

は
、
「虐
民
」

、
「暴 民

」
、
「賊
民
」

、
「
岡
民
」

、
「狭
民
」

、
「
腐
民
」
な
ど

の 民 を 苦

し
め

る
様
々
の
用
例
が
登 場

し
て
く
る
こ と で

あ
る
。

勿
論
こ
れ
は
、
王
道 の 目

的
が
「養
民
」
、

「安 民

」
、
「
足 民

」
で
あ
る
の
に
、

現 実

は
全
く
逆

の
状
態

に
な

っ
て
い
る
こ と を 憂 え

て
‐い
る
の
に
他 な ら な

い
。
「遊
説 家 の 一

人 と

し
て
、

孟 子 も ま た

支 配

者 の

利
益 を

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

考 え

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
民 衆 の

利
益
を 通

し
て こ

そ
得
ら れ

る
」
と 彼

は
主
張
す
る

の で

あ

っ
た
。

西

　

岡

　

孝

　

治

　

Ｈ の

終
り
は
、
孟 子

が 政

治
社
会 で 敗 北

し
て
モ ラ

リ ス

ト
と
し
て

「国 家

や
政
治 と

は
違
っ
た
別
の 深 い 世 界 へ の 注 視 を

う
な が

」
さ
れ
た と い

う
金 谷 氏 の 言 葉

で
結
ん

だ
。
孔
子
の
道 も

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た と

い
え よ

う
。
こ の こ と は

、
政
治 的

権
力
と
万

人
の
師
表
た
ろ
徳
を 兼 備

し
た

「仁 君

」
を
待 望 す る

「政
徳

一
致
」
思
想 の

破 縦

を 示

し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

結
果
と
し
て
は
、
「
政
徳 の

相
対
的 分 離

」
で
あ
る
。 〃

相
対

的
″
と い

う
の
は
、
外 的 な

「現 実

政
治
」
と 内

的
な

「純
粋
道
徳
」
を
峻
別
し
な い

で
、

一 致 は

し
な い

が
何
ら
か の

相
互
関
係
を 認 め

る
の で

あ
る
。

こ
れ に

よ

っ
て
、

我
々
は

儒
家
思
想 の 問

題
点 を

明 か に

し
つ つ

、
現
代
の 民

主 主

義
思
想 と そ の 現 実

に
賦
活
効

果 を

期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な い

。
し
か
し
こ の

課 題

の 詳

細
は
、
次
の 第 三 の

儒
者
「荷

子
」
を
調 べ

た 後

に 取

り あ

げ
る
こ と

に
し
よ
う
。

（ “ 注 ）の

　

松 枝 茂

夫 他

「中
国 の

古
典
名
著

　

総 解 説

」
（自 由 国

民
社
）
８

　

２
頁

　

な お 葛

子 の

「そ の 後 の 思 想 の 歴

史
か
ら
す
る
と
、

高
子 は

つ
い
に
儒
教 の 伝 統 の 中 で は

、
む
し
ろ
異

端 的 な

思
想
家
と な

っ
た
。
湊
代
に
な
っ
て
儒
教
の
復
興 が

行 な

わ れ た と

き
、
萄 子

の
思 想

が 及

ぼ
し
た 影

響 は

け
っ
し
て
小
さ い も の で

は
な
か
っ
た
。」
が
、
「天 と 人

と
の 分 離

に
代
表 さ

れ
る
よ
う
な
萄
子 の

科
学

　

的 な

思
想
は
、

っ
い
に
儒
教 の 正 統

思
想 と

し
て
は
受
け
入 れ ら れ な か

っ
た
」
と
い
う
解
説
も
あ
る
。

　

金
谷 治 他

「萄
子
」
上

　

（集
英 社

　

ｓ
僻
）
１ ４
頁

◎

　

金
谷
治 他

「荷 子

」
上

　

（集 英 社

　

Ｓ 壌 ）

１ ４
頁

◎

　

擾 乱

反
正（ 乱

世 を

ひ ら

き
治
め
、

正
し
い
世 に

反
す ）

④

　

Ｏ
２ 縄 目 空

け
３

号
の
吊 ８

扉

ｇ

３
の
冨 ８

節

旨
．
誓
の
需 ８

溺 誓 塾

８
﹇
常
ユ 誓 け

ｄ ヨ

９
ゆ 窪

ユ
ゴ

・

　

（一閃 の Ｗ

）

◎

　

プ
ラ
ト
ン

「国
家
」
な
泰
巳

◎

　

堀
米
庸
三

「歴
史
と
人 間

」
（Ｎ Ｈ

Ｋ

　

℃
－
は
）

　

　  　

　

　  　  　  　

　

　  　  　

　

　  　  　  　

　

　

　 　 　

鰹

　

名
．
豆
喜 ぼ

”
Ｏ
溺

名
窺 琶

岳
「
℃ ヨ

５
８
ｏ
ｚ
の

　

符 号

ヨ
き
Ｆ
粋
長
済
駕
ｒ

　

ｏ 鴇 も

の
．
８

◎

　

金 谷 治

「中 国 思 想 を 考 え

る
Ｌ
（ 中

公
新 書 ） （

ー の 龍

）

回

　

藤 堂

明 保

「中 国

名
言 集

」
上

（ 朝

日
新
聞
社 ） （ ー 滋

Ｗ）
℃

．
－ 鷲

凹

　

金
谷 治

メ
鯛
語
の 世

界
」
（ Ｎ Ｈ Ｋ ） （ －

の譲 ）

℃
．
の ｑ

回

　

「不
語
怪
、

力
、
乱
、

神
」
（述
而 ）

　  　

「未
知
生
、
驚
知
死
」
（先
進 ）

⑩

　

金 谷 治

「論 語 の 世 界

」
℃
－
８

側

　

貝
塚
茂
樹

「中 国

古 代

再
発
見
」
（岩 波

） （ ー

の は

）
ヤ

ー Ｎ
の

鰯

ク

　  　  　

ク

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

ヤ

ー
き

鯖

　

平 岡 武 夫

「論
語
」
（集 英 社

） （ ー の 伽 Ｏ

）
℃

・
窓
口

－

　

　

　  　  　

　

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

　

　

回松 枝 茂 夫 他

、
前
掲
書

鰯

　

国 語

大
辞
典 （ 小

学
館
）
昭
和
５ ７

回

　

金
谷
治

「論 語

の
世
界
」
℃ 」 ※

例

　

藤 堂

明 保

、
前 掲 書

　

ャ
．
毎 ｗ

回

　

平
岡
武
夫

　

前
掲
書

　

軍

Ｎ Ｎ －

㈱

　

こ
れ ら

の
出
典
は

『書 経

』

　

※

『詩 経

』
又
は

『書 経

』

園

　

「人
之
言 日

、
為 君

難
、

為
臣
不
易
。

如
知
為
君
難 也

、
不
幾 乎 一 言

而
興
邦
乎
」
（子 路

）

岡

　

小
林 勝

人
訳 注

「孟
子
」
下 （ 岩

波
） － 器 －

　

℃
．
食 Ｎ

１ ４



岡

　

「
〈 知 武 子

日
、〉 君 子

労
心
、
小
人
労
力
」
（『左 伝

』）

◎

　

「君 子 之 所

為
、
衆 人

固
不 識 也

」
（告 子 下

）

園

　

「民
之
所
好 好 之

、
民 之 所 悪 悪

之
。
此
之
謂
民 之

父
母
。」

　  　

「得 衆

則
得
国
、
失 衆

則
失
国
」
（『大
学
』）

圃

　

前
掲
書

　  　

軍

読 め ー ー ー の 切

　

「互 に 他 な

く
し
て は

あ り

得 な い

も の

は
、

一 対 と な

る
の
が
必 然 で あ

る
。

（・ ：
）
ま た 生 来 の 支 配

　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

テ
ィ
ア
ノ イ
ア

者
と 被

支 配 者

と
が
両 者

の 保 全 の 為

に
一 対

に
な る

が
如
き で

あ る

。
何
故 な れ

ば
心
の
動 き

に
よ
っ
て

儒 家 の 人 間 観 （ 民 衆 観 を 中 心 に し て ） （ そ の 一 ）

　

予 見 す

る
こ と の 出 来

る
者 は 生 来 の 支 配 者

、
生 来

の
主 人 で

あ
る
が
、
肉 体 の 労

力
に
よ
っ
て 他 の

人 が

　

予 見

し
た
こ と を

為
す こ と の 出

来
る
者
は
被 支

配
者 で

あ り

、
生 来

の 奴

隷 で

あ
る
か
ら
で
あ
る
」

　  　

（ ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス

「政
治
学
」
（岩 波 文

庫 ） － Ｎ

ｍ語 ）

麹

　

金
谷 治

「孟 子

」
（ 岩

波
新
書
）

　

℃
．
こ ね

ー
ーＮ 閃

◎

　

「子 日

、
十 室 之

邑
、

必 有 忠 信 如

丘 者 霧

。
不 如

丘 之 好

学 也

」
（『論 語

』
公 冶

長
）

　

　

　 　 　

　

　
　
　

　

　

　 　

帥

　

告 子 上

獅

　

膝 文

公
上

岡

　

告 子 下

帥

　

「孟 子

日
、
人
不 足 興 適

、
政
不
足 聞 也

。
惟 大

人
為
能 格

君
之
心
之
非
。
君 仁 莫 不 仁

、
君 義 莫 不 義 義

」

　

（ 離 雲 上 ）

　  　

（ 高 位

に
あ
る
人
間 が

つ
ま ら ぬ 人

間 だ

と て

、
そ の

人 間

を
攻
撃 す

る
こ
と
に は 及

ば
な
い
。
政
治
が
悪

　

い と て

、
そ の

政
策 を 非 難 す

る
こ と

に
も 及

ば
な い

。
た
だ
大 徳 の

人 に

し
て
は
じ
め て 君 主 の

心
の 非 を

　

正
す こ

と
が で

き
る
の
で
あ
る
。
君
が
仁
で あ

れ
ば
、

一 国 み な

仁
に
化 さ

ぬ は

な
く
、
君
が
義
で あ

れ
ば
、

　

一
国
み な

義 に

帰
さ ぬ は な

く
： し

縄

　

「墨 子 の

数 説 は

こ の よ

う
に 中 国

の
ほ
と
ん
ど
全 土

に ひ

ろ
が っ

て
、
戦 国 時 代 の 指

導
的
思
想
と
な
っ

　

た
。
わ れ わ れ

は 中

国
思 想

史
を
語
る
と き

、
通 常

儒
教 と 道 教

と
は
主
潮 と 見 な す

が
、
戦 国 時

代
に
関
し

　

て い え

ば
、
墨 家 思 想 と

儒
家 思 想 と

が
対 立 す

る
二 大 陣 営 で あ

っ
た
。

（： ・
）
戦
国
初
期
の 墨

子
学 派 の

　

思
想 界 に

お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ ー

に
挑 戦

し
て
、
中
期
以
後 に

お
い て

儒
墨 二 家 の

大
戦
に
ま
で
も ち こ

ん だ

の

　

は
孟
朝
す
な
わ
ち
孟 子 の 功

績
で あ

っ
た
。

　

戦 国 時

代
の 思

想
界
に
君 臨

し
て い た 墨 子 の 学

説 は

、
漢
代 以

後
急
に
凋
落
し
て
、
ほ
と
ん
ど
忘 却 さ

れ
、

　

絶
学 と

化
し
、
清 朝

中
期
以 後

の 諸 子 学 の 勃

興
に
よ
っ
て 忘 却 の 淵

か ら

や
っ
と す

く
い
あ
げ
ら れ

た
。
秦

　

漢
以 後 墨 学 の 逢 着

し
た 運

命
は 根

本
的
に は

墨 学 と 中 国 の 精

神
状 況 と の 間

に
見 ら れ

る
不 整

合 が

主
要

　

な
原
因
を な

し
て い

る
。
（ ー ） 言

語
の
性 質

上
、
表
現 の 簡 潔 を 尊

び
、
論
理
的
な 手

続 き

を
排
し
て
飛 躍

　

的
に
な
る
中
国 的

の 思 考 の 主 流

か ら

す
る
と
、

墨
子
の 論 理

的 な

考
え
方 は

、
は
な
は
だ
異 端 的 で

あ る

。

　

貴 族

と
有 識

者 の 支

持 す

る
礼
楽 の

ご
と
き
欄
熟
し
た 文

化 の 精 華

に た い

し
て
、

つ
ね に

批
判
的 で

あ り

、

　

庶
民
と
と
も
に
実
用
を
主
と
し
た
粗
朴
な 生 活

に
満 足

す
る

（ ： ・ ） 墨 子 の

﹇反
文 化 的

﹈
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
こ

　

そ
中 国

思 想 の 伝 統

に
た い

し
最 も 鋭 い 不 整

合
点
を
摘 出

し
た
と
い え

る
で あ

ろ
う
。Ｌ

　  　

（貝
塚 茂 樹

「諸 子 百 家

」

　

岩
波
新 書

　

軍

の Ｎ
Ｉ
の ｗ ）

岡

　

「孟 子 日

、
仁
、
人 心 也

。
義
、
人 路 也

」
（告 子 上

）

⑩

　

前 掲

書

　

℃
．
－ き

ー
ー 仰 Ｗ

抑

　

宇
野
精

一
「孟 子

」
（集 英

社 ） （

ー の － 恥

）
℃
．
り

回

　

「王 道

」
と い

う
言
葉
は
、
ま
ず

『書
』
に
出 て い

る
。

　  　

「無
偏
無 党

、
王 道 湯 蕩

」

回

　

「民
之 父 母

」
に
讐 え

る
例
は
、
『詩

』
と

『大 学

』
に あ

る
。

　  　

「豊
弟
君
子
、

民
之 父 母

」
な
お
、

園
参 照

。

　

孟 子

は
、
梁 恵 王 上

、
同 下

、
勝
文 公 上 な

ど
お い て

、
仁 君 又

は
賢 君 を

「民 父 母

Ｌ

　

に
讐 え

て
い
る
。

回

　

金
谷
治

　

前 掲

書

獅

　

離 婁 上

回

　

こ こ で
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